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告 示
栃木県告示第555号
　令和３（2021）年度における自衛官候補生の募集期間が次のとおり定められたので、自衛隊法施行令（昭和
29年政令第179号）第114条（同令第118条の規定によりその例によることとされる場合を含む。）の規定により
告示する。
　　令和３（2021）年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

募 集 種 目 募 集 期 間

自衛官候補生（陸・海・空）
（男子・女子）

令和３（2021）年11月18日（木）～同年12月５日（日）

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第556号
　自衛隊法施行令（昭和29年政令第179号）第117条第１項（同令第118条の規定によりその例によることとさ
れる場合を含む。）の規定により、自衛官候補生の採用試験の試験期日並びに試験場の位置及び名称を次のと
おり定めたので告示する。
　　令和３（2021）年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

募 集 種 目 試 験 期 日 試験場の名称 試 験 場 の 位 置

自衛官候補生 １　筆記試験及び適性検査 各担当地域事
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（陸・海・空）
（男子・女子）

　（Ｗｅｂ試験方式）
　令和３（2021）年12月13日（月）から
　同年12月15日（水）まで（任意の１日）
※令和３（2021）年12月16日（木）
※状況に応じて予備日を設定

務所（細部に
ついて別途お
知らせ）

２　口述試験及び身体検査
　令和３（2021）年12月18日（土）

陸上自衛隊宇
都宮駐屯地

宇都宮市茂原１丁目５番
45号

（市町村課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第557号
　漁業法（昭和24年法律第267号）第170条第３項の規定により遊漁規則の変更を認可したので、同条第７項の
規定により次のとおり公示する。
　　令和３（2021）年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　漁業権者の住所及び名称
　　大田原市桧木沢1033番地
　　栃木県那珂川漁業協同組合連合会
２　漁業権の免許番号
　　内共第１号、内共第２号及び内共第26号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　栃木県那珂川漁業協同組合連合会内共第１号、内共第２号及び内共第26号第５種共同漁業権遊漁規則
（平成26年栃木県告示第32号）

⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　略
２　略
３　前２項の規定にかかわらず、本会が開設する特
設釣場又はつかみどり漁場において、あゆ、さく
らます・やまめ、にじます、いわな、こい又はふ
なの遊漁をしようとする者は、本会が別に定めて
公示した遊漁料を納付しなければならない。
４　略

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　略
２　略
３　前２項の規定にかかわらず、本会が開設する特
設釣場又はつかみどり漁場において、　　　さく
らます・やまめ、にじます、いわな、こい又はふ
なの遊漁をしようとする者は、本会が別に定めて
公示した遊漁料を納付しなければならない。
４　略

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日
Ⅱ
１　漁業権者の住所及び名称
　　小山市大字立木1478番地６
　　栃木県下都賀漁業協同組合
２　漁業権の免許番号
　　内共第16号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　栃木県下都賀漁業協同組合内共第16号第５種共同漁業権遊漁規則（平成26年栃木県告示第32号）
⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、さで網（たも網を含む。）、投網、追
込網、四手網、やす突、掛釣（引掛を除く。）、置
針（はねなわを除く）又は筌以外の漁具及び漁法
を用いてはならない。
２　遊漁者は、こいを採捕しようとする場合にあっ
ては、前項の規定にかかわらず、手釣、竿釣、さ
で網（たも網を含む。）、投網、追込網、四手網、
やす突又は筌以外の漁具及び漁法を用いてはなら
ない。
３　前２項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲
げる漁具及び漁法は、同表の中欄に掲げる区域に
おいては、同表の右欄に定める期間内でなけれ
ば、これを用いてはならない。

漁具及び漁法 区　域 期　間

略 略 略

投網、追込網、
四手網、さで網
（たも網を含
む。）及びオラ
ンダ釣（オラン
ダばりに類する
着色ばりを使用
する場合を含
む。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）、思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
　　　　　
から翌年３
月15日まで

掛釣（引掛を除
く。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）､ 思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 うぐいを除
く 遊 漁 に
あっては、
組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
　　　　　
から11月30
日まで。う
ぐいの遊漁
に あ っ て
は、３月１
日から４月
30日まで

やす突 漁場区域全域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
　　　　　
から翌年３
月15日まで

４～６　略
７　次の表の左欄に掲げる漁具及び漁法は、同表の
右欄に定める規模でなければならない。

漁具及び漁法 規　模

さで網（たも網を含
む。）

円形のものであって口径
50センチメートル未満の
もの又は方形若しくは三
角形のものであって長辺
の長さ50センチメートル
未満のもの、１人１本

略 略

筌 筌に付着使用又は施設す
る袖、通堤類が各1メー
トル未満のもの、１人30
個以内

略 略

置針 仕掛けの長さが３メート
ル未満、針の数２本以
内、１人30組以内

　（遊漁料の額及び納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は、
次の表のとおりとする。

種
別
遊 漁 料

附加
料金

漁具及び漁法
魚
種
区
域

年
間
１

等

12,000円 － 手釣、竿釣、さ
で網（たも網を
含む。）、投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手
網、置針及び筌

全
魚
種

特
別
漁
場
を
除
く
区
域

年
間
２

等

10,000円 － 手釣、竿釣、さ
で網（たも網を
含 む。）、 掛 釣
（ 引 掛 を 除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

年
間
３

等

5,000円
（中学校
及び高等
学校の生
徒にあっ
て は、
2,000円）

－ 手釣、　竿釣及
びさで網（たも
網を含む。）

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

１

日
券
（
Ａ
）

2,700円 500円 手釣、竿釣、さ
で網（たも網を
含む。）投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手網
及び筌

全
魚
種

同
上

１

日
券
（
B
）

2,200円 500円 手釣、竿釣、さ
で網（たも網
を 含 む。）、 掛
釣（引掛を除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

日
釣
券

500円 500円 手釣　　竿釣及
びさで網（たも
網を含む。）

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

略 略 略 略 略 略

２～４　略

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、さで網　　　　　　　　、投網、追
込網、四手網、やす突、掛釣（引掛を除く。）　
　　　　　　　　　　又は筌以外の漁具及び漁法
を用いてはならない。
２　遊漁者は、こいを採捕しようとする場合にあっ
ては、前項の規定にかかわらず、手釣、竿釣、さ
で網　　　　　　　　、投網、追込網、四手網、
やす突又は筌以外の漁具及び漁法を用いてはなら
ない。
３　前２項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲
げる漁具及び漁法は、同表の中欄に掲げる区域に
おいては、同表の右欄に定める期間内でなけれ
ば、これを用いてはならない。

漁具及び漁法 区　域 期　間

略 略 略

投網、追込網、
四手網、さで網
　　　　　　　
　　 及びオラ
ンダ釣（オラン
ダばりに類する
着色ばりを使用
する場合を含
む。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）、思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
の午前８時
から翌年３
月15日まで

掛釣（引掛を除
く。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）､ 思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 うぐいを除
く 遊 漁 に
あっては、
組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
の午前８時
から11月30
日まで。う
ぐいの遊漁
に あ っ て
は、３月１
日から４月
30日まで

やす突 漁場区域全域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
の午前８時
から翌年３
月15日まで

４～６　略
７　次の表の左欄に掲げる漁具及び漁法は、同表の
右欄に定める規模でなければならない。

漁具及び漁法 規　模

略 略

筌 筌に付着使用又は施設す
る袖、通堤類が各１メー
トル未満のもの、１人30
個まで

略 略

　（遊漁料の額及び納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は、
次の表のとおりとする。

種
別
遊 漁 料

附加
料金

漁具及び漁法
魚
種
区
域

年
間
１

等

12,000円 － 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手
網 　　及び筌

全
魚
種

特
別
漁
場
を
除
く
区
域

年
間
２

等

10,000円 － 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　 掛 釣
（ 引 掛 を 除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

年
間
３

等

5,000 円
（中学校
及び高等
学校の生
徒にあっ
て は、
2,000円）

－ 手釣及び竿釣　
　　　　　　　
　　　　　 

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

１

日
券
（
Ａ
）

2,700円 500円 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手網
及び筌

全
魚
種

同
上

１

日
券
（
B
）

2,200円 500円 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　　　掛
釣（引掛を除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

日
釣
券

500円 500円 手釣及び竿釣　
　　　　　　　
　　　　　 

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

略 略 略 略 略 略

２～４　略

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日

Ⅲ
１　漁業権者の住所及び名称
　　小山市大字立木1478番地６
　　栃木県下都賀漁業協同組合
２　漁業権の免許番号
　　内共第17号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　栃木県下都賀漁業協同組合内共第17号第５種共同漁業権遊漁規則（平成26年栃木県告示第32号）
⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、さで網（たも網を含む。）、投網、や
す突又は引掛以外の漁具及び漁法を用いてはなら
ない。
２　略
３　次の表の左欄に掲げる漁具及び漁法は、同表の
右欄に定める規模でなければならない。

漁具及び漁法 規　模

さで網（たも網を含む。） 円形のものであって口
径50センチメートル未
満のもの又は方形若し
くは三角形のもので
あって長辺の長さ50セ
ンチメートル未満のも
の、１人１本

投網 網目こま９ミリメート
ルを超えるもの

　（遊漁料の額及びその納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は次
の表のとおりとする。

区 分
対 象
魚 種

漁具及び漁
法

遊 漁 料
附 加
料 金

１等券
（全魚
種年間
券）

全魚種 手 釣、 竿
釣、さで網
（たも網を
含む。）、や
す突、引掛
及び投網

8,000円 500円

２等券
（あゆ
雑魚年
間券）

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、さで網
（たも網を
含む。）、や
す突、引掛
及び投網

6,000円 500円

あゆ雑
魚１日
券

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、さで網
（たも網を
含む。）、や
す突、引掛
及び投網

1,700円 500円

渓流魚
１日券

渓流魚 手釣、　竿
釣及びさで
網（たも網
を含む。）

1,700円 500円

雑魚１
日券

雑魚 手釣、　竿
釣及びさで
網（たも網
を含む。）

700円 150円

　注１・２　略
２～４　略

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、　　　　　　　　　　　　　投網、
やす突又は引掛以外の漁具及び漁法を用いてはな
らない。
２　略
３　遊漁に使用する投網は、網目こま１センチメー
トルを超えるものでなければならない。

　（遊漁料の額及びその納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は次
の表のとおりとする。

区 分
対 象
魚 種

漁具及び漁
法

遊 漁 料
附 加
料 金

１等券
（全魚
種年間
券）

全魚種 手 釣、 竿
釣、　　　
　　　　
　　　、や
す突、引掛
及び投網

8,000円 500円

２等券
（あゆ
雑魚年
間券）

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、　　　
　　　　　
　　　、や
す突、引掛
及び投網

6,000円 500円

あゆ雑
魚１日
券

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、　　　
　　　　　
　　　、や
す突、引掛
及び投網

1,700円 500円

渓流魚
１日券

渓流魚 手釣及び竿
釣　　　　
　　　　　
　　　　 

1,700円 500円

雑魚１
日券

雑魚 手釣及び竿
釣　　　　
　　　　　
　　　　 

700円 150円

　注１・２　略
２～４　略

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日

Ⅳ
１　漁業権者の住所及び名称
　　鹿沼市今宮町1688番地１
　　黒川漁業協同組合
２　漁業権の免許番号
　　内共第22号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　黒川漁業協同組合内共第22号第５種共同漁業権遊漁規則（平成26年栃木県告示第32号）
⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　遊漁者の遊漁料は、次の表のとおりとす
る。

魚　種 期間 遊漁料
附　加
料　金

　　　　

全魚種 １年 12,000円 － 　

　　
　　

　 　　　　　

　　 　 　　　　　
　

１日 2,500円 2,500円 　

雑　魚 １年 7,000円 － 　

　　
　　

　 　　　　　

１日 2,000円 2,000円 　

　注１・２　略
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

２　前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ
る者の遊漁料は、同表の右欄に掲げる額とする。

略 略

女性及び障害者（身体
障害者手帳、療育手帳
又は精神障害者保健福
祉手帳を提示した者に
限る）

前項に規定する遊漁料の
１／２に相当する額

３・４　略 

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　遊漁者の遊漁料は、次の表のとおりとす
る。

魚　種 期間 遊 漁 料
附　加
料　金

摘　　要

全魚種 １年 10,000円 － －

１年
寿券

8,000円 － 満75歳以上

１年 6,000円 － 障害者、女
性

１日 2,700円 1,000円 －

雑　魚 １年 6,500円 － －

１年
寿券

4,500円 － 満75歳以上

１日 1,500円 1,000円 －

　注１・２　略
３　障害者については身体障害者手帳、療育手帳
又は精神障害者保健福祉手帳を提示した者に限
る。

２　前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ
る者の遊漁料は、同表の右欄に掲げる額とする。

略 略

３・４　略 

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日

（農村振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
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栃木県告示第557号
　漁業法（昭和24年法律第267号）第170条第３項の規定により遊漁規則の変更を認可したので、同条第７項の
規定により次のとおり公示する。
　　令和３（2021）年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　漁業権者の住所及び名称
　　大田原市桧木沢1033番地
　　栃木県那珂川漁業協同組合連合会
２　漁業権の免許番号
　　内共第１号、内共第２号及び内共第26号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　栃木県那珂川漁業協同組合連合会内共第１号、内共第２号及び内共第26号第５種共同漁業権遊漁規則
（平成26年栃木県告示第32号）

⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　略
２　略
３　前２項の規定にかかわらず、本会が開設する特
設釣場又はつかみどり漁場において、あゆ、さく
らます・やまめ、にじます、いわな、こい又はふ
なの遊漁をしようとする者は、本会が別に定めて
公示した遊漁料を納付しなければならない。
４　略

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　略
２　略
３　前２項の規定にかかわらず、本会が開設する特
設釣場又はつかみどり漁場において、　　　さく
らます・やまめ、にじます、いわな、こい又はふ
なの遊漁をしようとする者は、本会が別に定めて
公示した遊漁料を納付しなければならない。
４　略

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日
Ⅱ
１　漁業権者の住所及び名称
　　小山市大字立木1478番地６
　　栃木県下都賀漁業協同組合
２　漁業権の免許番号
　　内共第16号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　栃木県下都賀漁業協同組合内共第16号第５種共同漁業権遊漁規則（平成26年栃木県告示第32号）
⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、さで網（たも網を含む。）、投網、追
込網、四手網、やす突、掛釣（引掛を除く。）、置
針（はねなわを除く）又は筌以外の漁具及び漁法
を用いてはならない。
２　遊漁者は、こいを採捕しようとする場合にあっ
ては、前項の規定にかかわらず、手釣、竿釣、さ
で網（たも網を含む。）、投網、追込網、四手網、
やす突又は筌以外の漁具及び漁法を用いてはなら
ない。
３　前２項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲
げる漁具及び漁法は、同表の中欄に掲げる区域に
おいては、同表の右欄に定める期間内でなけれ
ば、これを用いてはならない。

漁具及び漁法 区　域 期　間

略 略 略

投網、追込網、
四手網、さで網
（たも網を含
む。）及びオラ
ンダ釣（オラン
ダばりに類する
着色ばりを使用
する場合を含
む。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）、思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
　　　　　
から翌年３
月15日まで

掛釣（引掛を除
く。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）､ 思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 うぐいを除
く 遊 漁 に
あっては、
組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
　　　　　
から11月30
日まで。う
ぐいの遊漁
に あ っ て
は、３月１
日から４月
30日まで

やす突 漁場区域全域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
　　　　　
から翌年３
月15日まで

４～６　略
７　次の表の左欄に掲げる漁具及び漁法は、同表の
右欄に定める規模でなければならない。

漁具及び漁法 規　模

さで網（たも網を含
む。）

円形のものであって口径
50センチメートル未満の
もの又は方形若しくは三
角形のものであって長辺
の長さ50センチメートル
未満のもの、１人１本

略 略

筌 筌に付着使用又は施設す
る袖、通堤類が各1メー
トル未満のもの、１人30
個以内

略 略

置針 仕掛けの長さが３メート
ル未満、針の数２本以
内、１人30組以内

　（遊漁料の額及び納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は、
次の表のとおりとする。

種
別
遊 漁 料

附加
料金

漁具及び漁法
魚
種
区
域

年
間
１

等

12,000円 － 手釣、竿釣、さ
で網（たも網を
含む。）、投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手
網、置針及び筌

全
魚
種

特
別
漁
場
を
除
く
区
域

年
間
２

等

10,000円 － 手釣、竿釣、さ
で網（たも網を
含 む。）、 掛 釣
（ 引 掛 を 除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

年
間
３

等

5,000円
（中学校
及び高等
学校の生
徒にあっ
て は、
2,000円）

－ 手釣、　竿釣及
びさで網（たも
網を含む。）

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

１

日
券
（
Ａ
）

2,700円 500円 手釣、竿釣、さ
で網（たも網を
含む。）投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手網
及び筌

全
魚
種

同
上

１

日
券
（
B
）

2,200円 500円 手釣、竿釣、さ
で網（たも網
を 含 む。）、 掛
釣（引掛を除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

日
釣
券

500円 500円 手釣　　竿釣及
びさで網（たも
網を含む。）

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

略 略 略 略 略 略

２～４　略

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、さで網　　　　　　　　、投網、追
込網、四手網、やす突、掛釣（引掛を除く。）　
　　　　　　　　　　又は筌以外の漁具及び漁法
を用いてはならない。
２　遊漁者は、こいを採捕しようとする場合にあっ
ては、前項の規定にかかわらず、手釣、竿釣、さ
で網　　　　　　　　、投網、追込網、四手網、
やす突又は筌以外の漁具及び漁法を用いてはなら
ない。
３　前２項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲
げる漁具及び漁法は、同表の中欄に掲げる区域に
おいては、同表の右欄に定める期間内でなけれ
ば、これを用いてはならない。

漁具及び漁法 区　域 期　間

略 略 略

投網、追込網、
四手網、さで網
　　　　　　　
　　 及びオラ
ンダ釣（オラン
ダばりに類する
着色ばりを使用
する場合を含
む。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）、思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
の午前８時
から翌年３
月15日まで

掛釣（引掛を除
く。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）､ 思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 うぐいを除
く 遊 漁 に
あっては、
組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
の午前８時
から11月30
日まで。う
ぐいの遊漁
に あ っ て
は、３月１
日から４月
30日まで

やす突 漁場区域全域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
の午前８時
から翌年３
月15日まで

４～６　略
７　次の表の左欄に掲げる漁具及び漁法は、同表の
右欄に定める規模でなければならない。

漁具及び漁法 規　模

略 略

筌 筌に付着使用又は施設す
る袖、通堤類が各１メー
トル未満のもの、１人30
個まで

略 略

　（遊漁料の額及び納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は、
次の表のとおりとする。

種
別
遊 漁 料

附加
料金

漁具及び漁法
魚
種
区
域

年
間
１

等

12,000円 － 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手
網 　　及び筌

全
魚
種

特
別
漁
場
を
除
く
区
域

年
間
２

等

10,000円 － 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　 掛 釣
（ 引 掛 を 除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

年
間
３

等

5,000 円
（中学校
及び高等
学校の生
徒にあっ
て は、
2,000円）

－ 手釣及び竿釣　
　　　　　　　
　　　　　 

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

１

日
券
（
Ａ
）

2,700円 500円 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手網
及び筌

全
魚
種

同
上

１

日
券
（
B
）

2,200円 500円 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　　　掛
釣（引掛を除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

日
釣
券

500円 500円 手釣及び竿釣　
　　　　　　　
　　　　　 

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

略 略 略 略 略 略

２～４　略

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日

Ⅲ
１　漁業権者の住所及び名称
　　小山市大字立木1478番地６
　　栃木県下都賀漁業協同組合
２　漁業権の免許番号
　　内共第17号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　栃木県下都賀漁業協同組合内共第17号第５種共同漁業権遊漁規則（平成26年栃木県告示第32号）
⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、さで網（たも網を含む。）、投網、や
す突又は引掛以外の漁具及び漁法を用いてはなら
ない。
２　略
３　次の表の左欄に掲げる漁具及び漁法は、同表の
右欄に定める規模でなければならない。

漁具及び漁法 規　模

さで網（たも網を含む。） 円形のものであって口
径50センチメートル未
満のもの又は方形若し
くは三角形のもので
あって長辺の長さ50セ
ンチメートル未満のも
の、１人１本

投網 網目こま９ミリメート
ルを超えるもの

　（遊漁料の額及びその納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は次
の表のとおりとする。

区 分
対 象
魚 種

漁具及び漁
法

遊 漁 料
附 加
料 金

１等券
（全魚
種年間
券）

全魚種 手 釣、 竿
釣、さで網
（たも網を
含む。）、や
す突、引掛
及び投網

8,000円 500円

２等券
（あゆ
雑魚年
間券）

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、さで網
（たも網を
含む。）、や
す突、引掛
及び投網

6,000円 500円

あゆ雑
魚１日
券

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、さで網
（たも網を
含む。）、や
す突、引掛
及び投網

1,700円 500円

渓流魚
１日券

渓流魚 手釣、　竿
釣及びさで
網（たも網
を含む。）

1,700円 500円

雑魚１
日券

雑魚 手釣、　竿
釣及びさで
網（たも網
を含む。）

700円 150円

　注１・２　略
２～４　略

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、　　　　　　　　　　　　　投網、
やす突又は引掛以外の漁具及び漁法を用いてはな
らない。
２　略
３　遊漁に使用する投網は、網目こま１センチメー
トルを超えるものでなければならない。

　（遊漁料の額及びその納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は次
の表のとおりとする。

区 分
対 象
魚 種

漁具及び漁
法

遊 漁 料
附 加
料 金

１等券
（全魚
種年間
券）

全魚種 手 釣、 竿
釣、　　　
　　　　
　　　、や
す突、引掛
及び投網

8,000円 500円

２等券
（あゆ
雑魚年
間券）

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、　　　
　　　　　
　　　、や
す突、引掛
及び投網

6,000円 500円

あゆ雑
魚１日
券

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、　　　
　　　　　
　　　、や
す突、引掛
及び投網

1,700円 500円

渓流魚
１日券

渓流魚 手釣及び竿
釣　　　　
　　　　　
　　　　 

1,700円 500円

雑魚１
日券

雑魚 手釣及び竿
釣　　　　
　　　　　
　　　　 

700円 150円

　注１・２　略
２～４　略

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日

Ⅳ
１　漁業権者の住所及び名称
　　鹿沼市今宮町1688番地１
　　黒川漁業協同組合
２　漁業権の免許番号
　　内共第22号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　黒川漁業協同組合内共第22号第５種共同漁業権遊漁規則（平成26年栃木県告示第32号）
⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　遊漁者の遊漁料は、次の表のとおりとす
る。

魚　種 期間 遊漁料
附　加
料　金

　　　　

全魚種 １年 12,000円 － 　

　　
　　

　 　　　　　

　　 　 　　　　　
　

１日 2,500円 2,500円 　

雑　魚 １年 7,000円 － 　

　　
　　

　 　　　　　

１日 2,000円 2,000円 　

　注１・２　略
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

２　前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ
る者の遊漁料は、同表の右欄に掲げる額とする。

略 略

女性及び障害者（身体
障害者手帳、療育手帳
又は精神障害者保健福
祉手帳を提示した者に
限る）

前項に規定する遊漁料の
１／２に相当する額

３・４　略 

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　遊漁者の遊漁料は、次の表のとおりとす
る。

魚　種 期間 遊 漁 料
附　加
料　金

摘　　要

全魚種 １年 10,000円 － －

１年
寿券

8,000円 － 満75歳以上

１年 6,000円 － 障害者、女
性

１日 2,700円 1,000円 －

雑　魚 １年 6,500円 － －

１年
寿券

4,500円 － 満75歳以上

１日 1,500円 1,000円 －

　注１・２　略
３　障害者については身体障害者手帳、療育手帳
又は精神障害者保健福祉手帳を提示した者に限
る。

２　前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ
る者の遊漁料は、同表の右欄に掲げる額とする。

略 略

３・４　略 

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日

（農村振興課）　
　───────────────────────────────────────────────



（1000） 栃 木 県 公 報 第253号令和３（2021）年11月９日　火曜日

栃木県告示第557号
　漁業法（昭和24年法律第267号）第170条第３項の規定により遊漁規則の変更を認可したので、同条第７項の
規定により次のとおり公示する。
　　令和３（2021）年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　漁業権者の住所及び名称
　　大田原市桧木沢1033番地
　　栃木県那珂川漁業協同組合連合会
２　漁業権の免許番号
　　内共第１号、内共第２号及び内共第26号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　栃木県那珂川漁業協同組合連合会内共第１号、内共第２号及び内共第26号第５種共同漁業権遊漁規則
（平成26年栃木県告示第32号）

⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　略
２　略
３　前２項の規定にかかわらず、本会が開設する特
設釣場又はつかみどり漁場において、あゆ、さく
らます・やまめ、にじます、いわな、こい又はふ
なの遊漁をしようとする者は、本会が別に定めて
公示した遊漁料を納付しなければならない。
４　略

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　略
２　略
３　前２項の規定にかかわらず、本会が開設する特
設釣場又はつかみどり漁場において、　　　さく
らます・やまめ、にじます、いわな、こい又はふ
なの遊漁をしようとする者は、本会が別に定めて
公示した遊漁料を納付しなければならない。
４　略

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日
Ⅱ
１　漁業権者の住所及び名称
　　小山市大字立木1478番地６
　　栃木県下都賀漁業協同組合
２　漁業権の免許番号
　　内共第16号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　栃木県下都賀漁業協同組合内共第16号第５種共同漁業権遊漁規則（平成26年栃木県告示第32号）
⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、さで網（たも網を含む。）、投網、追
込網、四手網、やす突、掛釣（引掛を除く。）、置
針（はねなわを除く）又は筌以外の漁具及び漁法
を用いてはならない。
２　遊漁者は、こいを採捕しようとする場合にあっ
ては、前項の規定にかかわらず、手釣、竿釣、さ
で網（たも網を含む。）、投網、追込網、四手網、
やす突又は筌以外の漁具及び漁法を用いてはなら
ない。
３　前２項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲
げる漁具及び漁法は、同表の中欄に掲げる区域に
おいては、同表の右欄に定める期間内でなけれ
ば、これを用いてはならない。

漁具及び漁法 区　域 期　間

略 略 略

投網、追込網、
四手網、さで網
（たも網を含
む。）及びオラ
ンダ釣（オラン
ダばりに類する
着色ばりを使用
する場合を含
む。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）、思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
　　　　　
から翌年３
月15日まで

掛釣（引掛を除
く。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）､ 思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 うぐいを除
く 遊 漁 に
あっては、
組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
　　　　　
から11月30
日まで。う
ぐいの遊漁
に あ っ て
は、３月１
日から４月
30日まで

やす突 漁場区域全域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
　　　　　
から翌年３
月15日まで

４～６　略
７　次の表の左欄に掲げる漁具及び漁法は、同表の
右欄に定める規模でなければならない。

漁具及び漁法 規　模

さで網（たも網を含
む。）

円形のものであって口径
50センチメートル未満の
もの又は方形若しくは三
角形のものであって長辺
の長さ50センチメートル
未満のもの、１人１本

略 略

筌 筌に付着使用又は施設す
る袖、通堤類が各1メー
トル未満のもの、１人30
個以内

略 略

置針 仕掛けの長さが３メート
ル未満、針の数２本以
内、１人30組以内

　（遊漁料の額及び納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は、
次の表のとおりとする。

種
別
遊 漁 料

附加
料金

漁具及び漁法
魚
種
区
域

年
間
１

等

12,000円 － 手釣、竿釣、さ
で網（たも網を
含む。）、投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手
網、置針及び筌

全
魚
種

特
別
漁
場
を
除
く
区
域

年
間
２

等

10,000円 － 手釣、竿釣、さ
で網（たも網を
含 む。）、 掛 釣
（ 引 掛 を 除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

年
間
３

等

5,000円
（中学校
及び高等
学校の生
徒にあっ
て は、
2,000円）

－ 手釣、　竿釣及
びさで網（たも
網を含む。）

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

１

日
券
（
Ａ
）

2,700円 500円 手釣、竿釣、さ
で網（たも網を
含む。）投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手網
及び筌

全
魚
種

同
上

１

日
券
（
B
）

2,200円 500円 手釣、竿釣、さ
で網（たも網
を 含 む。）、 掛
釣（引掛を除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

日
釣
券

500円 500円 手釣　　竿釣及
びさで網（たも
網を含む。）

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

略 略 略 略 略 略

２～４　略

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、さで網　　　　　　　　、投網、追
込網、四手網、やす突、掛釣（引掛を除く。）　
　　　　　　　　　　又は筌以外の漁具及び漁法
を用いてはならない。
２　遊漁者は、こいを採捕しようとする場合にあっ
ては、前項の規定にかかわらず、手釣、竿釣、さ
で網　　　　　　　　、投網、追込網、四手網、
やす突又は筌以外の漁具及び漁法を用いてはなら
ない。
３　前２項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲
げる漁具及び漁法は、同表の中欄に掲げる区域に
おいては、同表の右欄に定める期間内でなけれ
ば、これを用いてはならない。

漁具及び漁法 区　域 期　間

略 略 略

投網、追込網、
四手網、さで網
　　　　　　　
　　 及びオラ
ンダ釣（オラン
ダばりに類する
着色ばりを使用
する場合を含
む。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）、思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
の午前８時
から翌年３
月15日まで

掛釣（引掛を除
く。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）､ 思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 うぐいを除
く 遊 漁 に
あっては、
組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
の午前８時
から11月30
日まで。う
ぐいの遊漁
に あ っ て
は、３月１
日から４月
30日まで

やす突 漁場区域全域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
の午前８時
から翌年３
月15日まで

４～６　略
７　次の表の左欄に掲げる漁具及び漁法は、同表の
右欄に定める規模でなければならない。

漁具及び漁法 規　模

略 略

筌 筌に付着使用又は施設す
る袖、通堤類が各１メー
トル未満のもの、１人30
個まで

略 略

　（遊漁料の額及び納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は、
次の表のとおりとする。

種
別
遊 漁 料

附加
料金

漁具及び漁法
魚
種
区
域

年
間
１

等

12,000円 － 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手
網 　　及び筌

全
魚
種

特
別
漁
場
を
除
く
区
域

年
間
２

等

10,000円 － 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　 掛 釣
（ 引 掛 を 除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

年
間
３

等

5,000 円
（中学校
及び高等
学校の生
徒にあっ
て は、
2,000円）

－ 手釣及び竿釣　
　　　　　　　
　　　　　 

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

１

日
券
（
Ａ
）

2,700円 500円 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手網
及び筌

全
魚
種

同
上

１

日
券
（
B
）

2,200円 500円 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　　　掛
釣（引掛を除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

日
釣
券

500円 500円 手釣及び竿釣　
　　　　　　　
　　　　　 

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

略 略 略 略 略 略

２～４　略

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日

Ⅲ
１　漁業権者の住所及び名称
　　小山市大字立木1478番地６
　　栃木県下都賀漁業協同組合
２　漁業権の免許番号
　　内共第17号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　栃木県下都賀漁業協同組合内共第17号第５種共同漁業権遊漁規則（平成26年栃木県告示第32号）
⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、さで網（たも網を含む。）、投網、や
す突又は引掛以外の漁具及び漁法を用いてはなら
ない。
２　略
３　次の表の左欄に掲げる漁具及び漁法は、同表の
右欄に定める規模でなければならない。

漁具及び漁法 規　模

さで網（たも網を含む。） 円形のものであって口
径50センチメートル未
満のもの又は方形若し
くは三角形のもので
あって長辺の長さ50セ
ンチメートル未満のも
の、１人１本

投網 網目こま９ミリメート
ルを超えるもの

　（遊漁料の額及びその納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は次
の表のとおりとする。

区 分
対 象
魚 種

漁具及び漁
法

遊 漁 料
附 加
料 金

１等券
（全魚
種年間
券）

全魚種 手 釣、 竿
釣、さで網
（たも網を
含む。）、や
す突、引掛
及び投網

8,000円 500円

２等券
（あゆ
雑魚年
間券）

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、さで網
（たも網を
含む。）、や
す突、引掛
及び投網

6,000円 500円

あゆ雑
魚１日
券

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、さで網
（たも網を
含む。）、や
す突、引掛
及び投網

1,700円 500円

渓流魚
１日券

渓流魚 手釣、　竿
釣及びさで
網（たも網
を含む。）

1,700円 500円

雑魚１
日券

雑魚 手釣、　竿
釣及びさで
網（たも網
を含む。）

700円 150円

　注１・２　略
２～４　略

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、　　　　　　　　　　　　　投網、
やす突又は引掛以外の漁具及び漁法を用いてはな
らない。
２　略
３　遊漁に使用する投網は、網目こま１センチメー
トルを超えるものでなければならない。

　（遊漁料の額及びその納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は次
の表のとおりとする。

区 分
対 象
魚 種

漁具及び漁
法

遊 漁 料
附 加
料 金

１等券
（全魚
種年間
券）

全魚種 手 釣、 竿
釣、　　　
　　　　
　　　、や
す突、引掛
及び投網

8,000円 500円

２等券
（あゆ
雑魚年
間券）

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、　　　
　　　　　
　　　、や
す突、引掛
及び投網

6,000円 500円

あゆ雑
魚１日
券

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、　　　
　　　　　
　　　、や
す突、引掛
及び投網

1,700円 500円

渓流魚
１日券

渓流魚 手釣及び竿
釣　　　　
　　　　　
　　　　 

1,700円 500円

雑魚１
日券

雑魚 手釣及び竿
釣　　　　
　　　　　
　　　　 

700円 150円

　注１・２　略
２～４　略

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日

Ⅳ
１　漁業権者の住所及び名称
　　鹿沼市今宮町1688番地１
　　黒川漁業協同組合
２　漁業権の免許番号
　　内共第22号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　黒川漁業協同組合内共第22号第５種共同漁業権遊漁規則（平成26年栃木県告示第32号）
⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　遊漁者の遊漁料は、次の表のとおりとす
る。

魚　種 期間 遊漁料
附　加
料　金

　　　　

全魚種 １年 12,000円 － 　

　　
　　

　 　　　　　

　　 　 　　　　　
　

１日 2,500円 2,500円 　

雑　魚 １年 7,000円 － 　

　　
　　

　 　　　　　

１日 2,000円 2,000円 　

　注１・２　略
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

２　前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ
る者の遊漁料は、同表の右欄に掲げる額とする。

略 略

女性及び障害者（身体
障害者手帳、療育手帳
又は精神障害者保健福
祉手帳を提示した者に
限る）

前項に規定する遊漁料の
１／２に相当する額

３・４　略 

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　遊漁者の遊漁料は、次の表のとおりとす
る。

魚　種 期間 遊 漁 料
附　加
料　金

摘　　要

全魚種 １年 10,000円 － －

１年
寿券

8,000円 － 満75歳以上

１年 6,000円 － 障害者、女
性

１日 2,700円 1,000円 －

雑　魚 １年 6,500円 － －

１年
寿券

4,500円 － 満75歳以上

１日 1,500円 1,000円 －

　注１・２　略
３　障害者については身体障害者手帳、療育手帳
又は精神障害者保健福祉手帳を提示した者に限
る。

２　前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ
る者の遊漁料は、同表の右欄に掲げる額とする。

略 略

３・４　略 

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日

（農村振興課）　
　───────────────────────────────────────────────



（1001）栃 木 県 公 報 第253号令和３（2021）年11月９日　火曜日

栃木県告示第557号
　漁業法（昭和24年法律第267号）第170条第３項の規定により遊漁規則の変更を認可したので、同条第７項の
規定により次のとおり公示する。
　　令和３（2021）年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　漁業権者の住所及び名称
　　大田原市桧木沢1033番地
　　栃木県那珂川漁業協同組合連合会
２　漁業権の免許番号
　　内共第１号、内共第２号及び内共第26号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　栃木県那珂川漁業協同組合連合会内共第１号、内共第２号及び内共第26号第５種共同漁業権遊漁規則
（平成26年栃木県告示第32号）

⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　略
２　略
３　前２項の規定にかかわらず、本会が開設する特
設釣場又はつかみどり漁場において、あゆ、さく
らます・やまめ、にじます、いわな、こい又はふ
なの遊漁をしようとする者は、本会が別に定めて
公示した遊漁料を納付しなければならない。
４　略

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　略
２　略
３　前２項の規定にかかわらず、本会が開設する特
設釣場又はつかみどり漁場において、　　　さく
らます・やまめ、にじます、いわな、こい又はふ
なの遊漁をしようとする者は、本会が別に定めて
公示した遊漁料を納付しなければならない。
４　略

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日
Ⅱ
１　漁業権者の住所及び名称
　　小山市大字立木1478番地６
　　栃木県下都賀漁業協同組合
２　漁業権の免許番号
　　内共第16号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　栃木県下都賀漁業協同組合内共第16号第５種共同漁業権遊漁規則（平成26年栃木県告示第32号）
⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、さで網（たも網を含む。）、投網、追
込網、四手網、やす突、掛釣（引掛を除く。）、置
針（はねなわを除く）又は筌以外の漁具及び漁法
を用いてはならない。
２　遊漁者は、こいを採捕しようとする場合にあっ
ては、前項の規定にかかわらず、手釣、竿釣、さ
で網（たも網を含む。）、投網、追込網、四手網、
やす突又は筌以外の漁具及び漁法を用いてはなら
ない。
３　前２項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲
げる漁具及び漁法は、同表の中欄に掲げる区域に
おいては、同表の右欄に定める期間内でなけれ
ば、これを用いてはならない。

漁具及び漁法 区　域 期　間

略 略 略

投網、追込網、
四手網、さで網
（たも網を含
む。）及びオラ
ンダ釣（オラン
ダばりに類する
着色ばりを使用
する場合を含
む。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）、思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
　　　　　
から翌年３
月15日まで

掛釣（引掛を除
く。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）､ 思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 うぐいを除
く 遊 漁 に
あっては、
組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
　　　　　
から11月30
日まで。う
ぐいの遊漁
に あ っ て
は、３月１
日から４月
30日まで

やす突 漁場区域全域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
　　　　　
から翌年３
月15日まで

４～６　略
７　次の表の左欄に掲げる漁具及び漁法は、同表の
右欄に定める規模でなければならない。

漁具及び漁法 規　模

さで網（たも網を含
む。）

円形のものであって口径
50センチメートル未満の
もの又は方形若しくは三
角形のものであって長辺
の長さ50センチメートル
未満のもの、１人１本

略 略

筌 筌に付着使用又は施設す
る袖、通堤類が各1メー
トル未満のもの、１人30
個以内

略 略

置針 仕掛けの長さが３メート
ル未満、針の数２本以
内、１人30組以内

　（遊漁料の額及び納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は、
次の表のとおりとする。

種
別
遊 漁 料

附加
料金

漁具及び漁法
魚
種
区
域

年
間
１

等

12,000円 － 手釣、竿釣、さ
で網（たも網を
含む。）、投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手
網、置針及び筌

全
魚
種

特
別
漁
場
を
除
く
区
域

年
間
２

等

10,000円 － 手釣、竿釣、さ
で網（たも網を
含 む。）、 掛 釣
（ 引 掛 を 除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

年
間
３

等

5,000円
（中学校
及び高等
学校の生
徒にあっ
て は、
2,000円）

－ 手釣、　竿釣及
びさで網（たも
網を含む。）

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

１

日
券
（
Ａ
）

2,700円 500円 手釣、竿釣、さ
で網（たも網を
含む。）投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手網
及び筌

全
魚
種

同
上

１

日
券
（
B
）

2,200円 500円 手釣、竿釣、さ
で網（たも網
を 含 む。）、 掛
釣（引掛を除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

日
釣
券

500円 500円 手釣　　竿釣及
びさで網（たも
網を含む。）

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

略 略 略 略 略 略

２～４　略

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、さで網　　　　　　　　、投網、追
込網、四手網、やす突、掛釣（引掛を除く。）　
　　　　　　　　　　又は筌以外の漁具及び漁法
を用いてはならない。
２　遊漁者は、こいを採捕しようとする場合にあっ
ては、前項の規定にかかわらず、手釣、竿釣、さ
で網　　　　　　　　、投網、追込網、四手網、
やす突又は筌以外の漁具及び漁法を用いてはなら
ない。
３　前２項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲
げる漁具及び漁法は、同表の中欄に掲げる区域に
おいては、同表の右欄に定める期間内でなけれ
ば、これを用いてはならない。

漁具及び漁法 区　域 期　間

略 略 略

投網、追込網、
四手網、さで網
　　　　　　　
　　 及びオラ
ンダ釣（オラン
ダばりに類する
着色ばりを使用
する場合を含
む。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）、思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
の午前８時
から翌年３
月15日まで

掛釣（引掛を除
く。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）､ 思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 うぐいを除
く 遊 漁 に
あっては、
組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
の午前８時
から11月30
日まで。う
ぐいの遊漁
に あ っ て
は、３月１
日から４月
30日まで

やす突 漁場区域全域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
の午前８時
から翌年３
月15日まで

４～６　略
７　次の表の左欄に掲げる漁具及び漁法は、同表の
右欄に定める規模でなければならない。

漁具及び漁法 規　模

略 略

筌 筌に付着使用又は施設す
る袖、通堤類が各１メー
トル未満のもの、１人30
個まで

略 略

　（遊漁料の額及び納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は、
次の表のとおりとする。

種
別
遊 漁 料

附加
料金

漁具及び漁法
魚
種
区
域

年
間
１

等

12,000円 － 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手
網 　　及び筌

全
魚
種

特
別
漁
場
を
除
く
区
域

年
間
２

等

10,000円 － 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　 掛 釣
（ 引 掛 を 除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

年
間
３

等

5,000 円
（中学校
及び高等
学校の生
徒にあっ
て は、
2,000円）

－ 手釣及び竿釣　
　　　　　　　
　　　　　 

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

１

日
券
（
Ａ
）

2,700円 500円 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手網
及び筌

全
魚
種

同
上

１

日
券
（
B
）

2,200円 500円 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　　　掛
釣（引掛を除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

日
釣
券

500円 500円 手釣及び竿釣　
　　　　　　　
　　　　　 

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

略 略 略 略 略 略

２～４　略

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日

Ⅲ
１　漁業権者の住所及び名称
　　小山市大字立木1478番地６
　　栃木県下都賀漁業協同組合
２　漁業権の免許番号
　　内共第17号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　栃木県下都賀漁業協同組合内共第17号第５種共同漁業権遊漁規則（平成26年栃木県告示第32号）
⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、さで網（たも網を含む。）、投網、や
す突又は引掛以外の漁具及び漁法を用いてはなら
ない。
２　略
３　次の表の左欄に掲げる漁具及び漁法は、同表の
右欄に定める規模でなければならない。

漁具及び漁法 規　模

さで網（たも網を含む。） 円形のものであって口
径50センチメートル未
満のもの又は方形若し
くは三角形のもので
あって長辺の長さ50セ
ンチメートル未満のも
の、１人１本

投網 網目こま９ミリメート
ルを超えるもの

　（遊漁料の額及びその納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は次
の表のとおりとする。

区 分
対 象
魚 種

漁具及び漁
法

遊 漁 料
附 加
料 金

１等券
（全魚
種年間
券）

全魚種 手 釣、 竿
釣、さで網
（たも網を
含む。）、や
す突、引掛
及び投網

8,000円 500円

２等券
（あゆ
雑魚年
間券）

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、さで網
（たも網を
含む。）、や
す突、引掛
及び投網

6,000円 500円

あゆ雑
魚１日
券

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、さで網
（たも網を
含む。）、や
す突、引掛
及び投網

1,700円 500円

渓流魚
１日券

渓流魚 手釣、　竿
釣及びさで
網（たも網
を含む。）

1,700円 500円

雑魚１
日券

雑魚 手釣、　竿
釣及びさで
網（たも網
を含む。）

700円 150円

　注１・２　略
２～４　略

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、　　　　　　　　　　　　　投網、
やす突又は引掛以外の漁具及び漁法を用いてはな
らない。
２　略
３　遊漁に使用する投網は、網目こま１センチメー
トルを超えるものでなければならない。

　（遊漁料の額及びその納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は次
の表のとおりとする。

区 分
対 象
魚 種

漁具及び漁
法

遊 漁 料
附 加
料 金

１等券
（全魚
種年間
券）

全魚種 手 釣、 竿
釣、　　　
　　　　
　　　、や
す突、引掛
及び投網

8,000円 500円

２等券
（あゆ
雑魚年
間券）

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、　　　
　　　　　
　　　、や
す突、引掛
及び投網

6,000円 500円

あゆ雑
魚１日
券

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、　　　
　　　　　
　　　、や
す突、引掛
及び投網

1,700円 500円

渓流魚
１日券

渓流魚 手釣及び竿
釣　　　　
　　　　　
　　　　 

1,700円 500円

雑魚１
日券

雑魚 手釣及び竿
釣　　　　
　　　　　
　　　　 

700円 150円

　注１・２　略
２～４　略

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日

Ⅳ
１　漁業権者の住所及び名称
　　鹿沼市今宮町1688番地１
　　黒川漁業協同組合
２　漁業権の免許番号
　　内共第22号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　黒川漁業協同組合内共第22号第５種共同漁業権遊漁規則（平成26年栃木県告示第32号）
⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　遊漁者の遊漁料は、次の表のとおりとす
る。

魚　種 期間 遊漁料
附　加
料　金

　　　　

全魚種 １年 12,000円 － 　

　　
　　

　 　　　　　

　　 　 　　　　　
　

１日 2,500円 2,500円 　

雑　魚 １年 7,000円 － 　

　　
　　

　 　　　　　

１日 2,000円 2,000円 　

　注１・２　略
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

２　前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ
る者の遊漁料は、同表の右欄に掲げる額とする。

略 略

女性及び障害者（身体
障害者手帳、療育手帳
又は精神障害者保健福
祉手帳を提示した者に
限る）

前項に規定する遊漁料の
１／２に相当する額

３・４　略 

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　遊漁者の遊漁料は、次の表のとおりとす
る。

魚　種 期間 遊 漁 料
附　加
料　金

摘　　要

全魚種 １年 10,000円 － －

１年
寿券

8,000円 － 満75歳以上

１年 6,000円 － 障害者、女
性

１日 2,700円 1,000円 －

雑　魚 １年 6,500円 － －

１年
寿券

4,500円 － 満75歳以上

１日 1,500円 1,000円 －

　注１・２　略
３　障害者については身体障害者手帳、療育手帳
又は精神障害者保健福祉手帳を提示した者に限
る。

２　前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ
る者の遊漁料は、同表の右欄に掲げる額とする。

略 略

３・４　略 

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日

（農村振興課）　
　───────────────────────────────────────────────



（1002） 栃 木 県 公 報 第253号令和３（2021）年11月９日　火曜日

栃木県告示第557号
　漁業法（昭和24年法律第267号）第170条第３項の規定により遊漁規則の変更を認可したので、同条第７項の
規定により次のとおり公示する。
　　令和３（2021）年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　漁業権者の住所及び名称
　　大田原市桧木沢1033番地
　　栃木県那珂川漁業協同組合連合会
２　漁業権の免許番号
　　内共第１号、内共第２号及び内共第26号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　栃木県那珂川漁業協同組合連合会内共第１号、内共第２号及び内共第26号第５種共同漁業権遊漁規則
（平成26年栃木県告示第32号）

⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　略
２　略
３　前２項の規定にかかわらず、本会が開設する特
設釣場又はつかみどり漁場において、あゆ、さく
らます・やまめ、にじます、いわな、こい又はふ
なの遊漁をしようとする者は、本会が別に定めて
公示した遊漁料を納付しなければならない。
４　略

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　略
２　略
３　前２項の規定にかかわらず、本会が開設する特
設釣場又はつかみどり漁場において、　　　さく
らます・やまめ、にじます、いわな、こい又はふ
なの遊漁をしようとする者は、本会が別に定めて
公示した遊漁料を納付しなければならない。
４　略

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日
Ⅱ
１　漁業権者の住所及び名称
　　小山市大字立木1478番地６
　　栃木県下都賀漁業協同組合
２　漁業権の免許番号
　　内共第16号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　栃木県下都賀漁業協同組合内共第16号第５種共同漁業権遊漁規則（平成26年栃木県告示第32号）
⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、さで網（たも網を含む。）、投網、追
込網、四手網、やす突、掛釣（引掛を除く。）、置
針（はねなわを除く）又は筌以外の漁具及び漁法
を用いてはならない。
２　遊漁者は、こいを採捕しようとする場合にあっ
ては、前項の規定にかかわらず、手釣、竿釣、さ
で網（たも網を含む。）、投網、追込網、四手網、
やす突又は筌以外の漁具及び漁法を用いてはなら
ない。
３　前２項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲
げる漁具及び漁法は、同表の中欄に掲げる区域に
おいては、同表の右欄に定める期間内でなけれ
ば、これを用いてはならない。

漁具及び漁法 区　域 期　間

略 略 略

投網、追込網、
四手網、さで網
（たも網を含
む。）及びオラ
ンダ釣（オラン
ダばりに類する
着色ばりを使用
する場合を含
む。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）、思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
　　　　　
から翌年３
月15日まで

掛釣（引掛を除
く。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）､ 思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 うぐいを除
く 遊 漁 に
あっては、
組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
　　　　　
から11月30
日まで。う
ぐいの遊漁
に あ っ て
は、３月１
日から４月
30日まで

やす突 漁場区域全域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
　　　　　
から翌年３
月15日まで

４～６　略
７　次の表の左欄に掲げる漁具及び漁法は、同表の
右欄に定める規模でなければならない。

漁具及び漁法 規　模

さで網（たも網を含
む。）

円形のものであって口径
50センチメートル未満の
もの又は方形若しくは三
角形のものであって長辺
の長さ50センチメートル
未満のもの、１人１本

略 略

筌 筌に付着使用又は施設す
る袖、通堤類が各1メー
トル未満のもの、１人30
個以内

略 略

置針 仕掛けの長さが３メート
ル未満、針の数２本以
内、１人30組以内

　（遊漁料の額及び納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は、
次の表のとおりとする。

種
別
遊 漁 料

附加
料金

漁具及び漁法
魚
種
区
域

年
間
１

等

12,000円 － 手釣、竿釣、さ
で網（たも網を
含む。）、投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手
網、置針及び筌

全
魚
種

特
別
漁
場
を
除
く
区
域

年
間
２

等

10,000円 － 手釣、竿釣、さ
で網（たも網を
含 む。）、 掛 釣
（ 引 掛 を 除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

年
間
３

等

5,000円
（中学校
及び高等
学校の生
徒にあっ
て は、
2,000円）

－ 手釣、　竿釣及
びさで網（たも
網を含む。）

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

１

日
券
（
Ａ
）

2,700円 500円 手釣、竿釣、さ
で網（たも網を
含む。）投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手網
及び筌

全
魚
種

同
上

１

日
券
（
B
）

2,200円 500円 手釣、竿釣、さ
で網（たも網
を 含 む。）、 掛
釣（引掛を除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

日
釣
券

500円 500円 手釣　　竿釣及
びさで網（たも
網を含む。）

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

略 略 略 略 略 略

２～４　略

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、さで網　　　　　　　　、投網、追
込網、四手網、やす突、掛釣（引掛を除く。）　
　　　　　　　　　　又は筌以外の漁具及び漁法
を用いてはならない。
２　遊漁者は、こいを採捕しようとする場合にあっ
ては、前項の規定にかかわらず、手釣、竿釣、さ
で網　　　　　　　　、投網、追込網、四手網、
やす突又は筌以外の漁具及び漁法を用いてはなら
ない。
３　前２項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲
げる漁具及び漁法は、同表の中欄に掲げる区域に
おいては、同表の右欄に定める期間内でなけれ
ば、これを用いてはならない。

漁具及び漁法 区　域 期　間

略 略 略

投網、追込網、
四手網、さで網
　　　　　　　
　　 及びオラ
ンダ釣（オラン
ダばりに類する
着色ばりを使用
する場合を含
む。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）、思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
の午前８時
から翌年３
月15日まで

掛釣（引掛を除
く。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）､ 思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 うぐいを除
く 遊 漁 に
あっては、
組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
の午前８時
から11月30
日まで。う
ぐいの遊漁
に あ っ て
は、３月１
日から４月
30日まで

やす突 漁場区域全域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
の午前８時
から翌年３
月15日まで

４～６　略
７　次の表の左欄に掲げる漁具及び漁法は、同表の
右欄に定める規模でなければならない。

漁具及び漁法 規　模

略 略

筌 筌に付着使用又は施設す
る袖、通堤類が各１メー
トル未満のもの、１人30
個まで

略 略

　（遊漁料の額及び納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は、
次の表のとおりとする。

種
別
遊 漁 料

附加
料金

漁具及び漁法
魚
種
区
域

年
間
１

等

12,000円 － 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手
網 　　及び筌

全
魚
種

特
別
漁
場
を
除
く
区
域

年
間
２

等

10,000円 － 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　 掛 釣
（ 引 掛 を 除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

年
間
３

等

5,000 円
（中学校
及び高等
学校の生
徒にあっ
て は、
2,000円）

－ 手釣及び竿釣　
　　　　　　　
　　　　　 

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

１

日
券
（
Ａ
）

2,700円 500円 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手網
及び筌

全
魚
種

同
上

１

日
券
（
B
）

2,200円 500円 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　　　掛
釣（引掛を除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

日
釣
券

500円 500円 手釣及び竿釣　
　　　　　　　
　　　　　 

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

略 略 略 略 略 略

２～４　略

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日

Ⅲ
１　漁業権者の住所及び名称
　　小山市大字立木1478番地６
　　栃木県下都賀漁業協同組合
２　漁業権の免許番号
　　内共第17号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　栃木県下都賀漁業協同組合内共第17号第５種共同漁業権遊漁規則（平成26年栃木県告示第32号）
⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、さで網（たも網を含む。）、投網、や
す突又は引掛以外の漁具及び漁法を用いてはなら
ない。
２　略
３　次の表の左欄に掲げる漁具及び漁法は、同表の
右欄に定める規模でなければならない。

漁具及び漁法 規　模

さで網（たも網を含む。） 円形のものであって口
径50センチメートル未
満のもの又は方形若し
くは三角形のもので
あって長辺の長さ50セ
ンチメートル未満のも
の、１人１本

投網 網目こま９ミリメート
ルを超えるもの

　（遊漁料の額及びその納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は次
の表のとおりとする。

区 分
対 象
魚 種

漁具及び漁
法

遊 漁 料
附 加
料 金

１等券
（全魚
種年間
券）

全魚種 手 釣、 竿
釣、さで網
（たも網を
含む。）、や
す突、引掛
及び投網

8,000円 500円

２等券
（あゆ
雑魚年
間券）

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、さで網
（たも網を
含む。）、や
す突、引掛
及び投網

6,000円 500円

あゆ雑
魚１日
券

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、さで網
（たも網を
含む。）、や
す突、引掛
及び投網

1,700円 500円

渓流魚
１日券

渓流魚 手釣、　竿
釣及びさで
網（たも網
を含む。）

1,700円 500円

雑魚１
日券

雑魚 手釣、　竿
釣及びさで
網（たも網
を含む。）

700円 150円

　注１・２　略
２～４　略

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、　　　　　　　　　　　　　投網、
やす突又は引掛以外の漁具及び漁法を用いてはな
らない。
２　略
３　遊漁に使用する投網は、網目こま１センチメー
トルを超えるものでなければならない。

　（遊漁料の額及びその納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は次
の表のとおりとする。

区 分
対 象
魚 種

漁具及び漁
法

遊 漁 料
附 加
料 金

１等券
（全魚
種年間
券）

全魚種 手 釣、 竿
釣、　　　
　　　　
　　　、や
す突、引掛
及び投網

8,000円 500円

２等券
（あゆ
雑魚年
間券）

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、　　　
　　　　　
　　　、や
す突、引掛
及び投網

6,000円 500円

あゆ雑
魚１日
券

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、　　　
　　　　　
　　　、や
す突、引掛
及び投網

1,700円 500円

渓流魚
１日券

渓流魚 手釣及び竿
釣　　　　
　　　　　
　　　　 

1,700円 500円

雑魚１
日券

雑魚 手釣及び竿
釣　　　　
　　　　　
　　　　 

700円 150円

　注１・２　略
２～４　略

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日

Ⅳ
１　漁業権者の住所及び名称
　　鹿沼市今宮町1688番地１
　　黒川漁業協同組合
２　漁業権の免許番号
　　内共第22号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　黒川漁業協同組合内共第22号第５種共同漁業権遊漁規則（平成26年栃木県告示第32号）
⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　遊漁者の遊漁料は、次の表のとおりとす
る。

魚　種 期間 遊漁料
附　加
料　金

　　　　

全魚種 １年 12,000円 － 　

　　
　　

　 　　　　　

　　 　 　　　　　
　

１日 2,500円 2,500円 　

雑　魚 １年 7,000円 － 　

　　
　　

　 　　　　　

１日 2,000円 2,000円 　

　注１・２　略
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

２　前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ
る者の遊漁料は、同表の右欄に掲げる額とする。

略 略

女性及び障害者（身体
障害者手帳、療育手帳
又は精神障害者保健福
祉手帳を提示した者に
限る）

前項に規定する遊漁料の
１／２に相当する額

３・４　略 

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　遊漁者の遊漁料は、次の表のとおりとす
る。

魚　種 期間 遊 漁 料
附　加
料　金

摘　　要

全魚種 １年 10,000円 － －

１年
寿券

8,000円 － 満75歳以上

１年 6,000円 － 障害者、女
性

１日 2,700円 1,000円 －

雑　魚 １年 6,500円 － －

１年
寿券

4,500円 － 満75歳以上

１日 1,500円 1,000円 －

　注１・２　略
３　障害者については身体障害者手帳、療育手帳
又は精神障害者保健福祉手帳を提示した者に限
る。

２　前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ
る者の遊漁料は、同表の右欄に掲げる額とする。

略 略

３・４　略 

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日

（農村振興課）　
　───────────────────────────────────────────────
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栃木県告示第557号
　漁業法（昭和24年法律第267号）第170条第３項の規定により遊漁規則の変更を認可したので、同条第７項の
規定により次のとおり公示する。
　　令和３（2021）年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　漁業権者の住所及び名称
　　大田原市桧木沢1033番地
　　栃木県那珂川漁業協同組合連合会
２　漁業権の免許番号
　　内共第１号、内共第２号及び内共第26号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　栃木県那珂川漁業協同組合連合会内共第１号、内共第２号及び内共第26号第５種共同漁業権遊漁規則
（平成26年栃木県告示第32号）

⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　略
２　略
３　前２項の規定にかかわらず、本会が開設する特
設釣場又はつかみどり漁場において、あゆ、さく
らます・やまめ、にじます、いわな、こい又はふ
なの遊漁をしようとする者は、本会が別に定めて
公示した遊漁料を納付しなければならない。
４　略

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　略
２　略
３　前２項の規定にかかわらず、本会が開設する特
設釣場又はつかみどり漁場において、　　　さく
らます・やまめ、にじます、いわな、こい又はふ
なの遊漁をしようとする者は、本会が別に定めて
公示した遊漁料を納付しなければならない。
４　略

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日
Ⅱ
１　漁業権者の住所及び名称
　　小山市大字立木1478番地６
　　栃木県下都賀漁業協同組合
２　漁業権の免許番号
　　内共第16号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　栃木県下都賀漁業協同組合内共第16号第５種共同漁業権遊漁規則（平成26年栃木県告示第32号）
⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、さで網（たも網を含む。）、投網、追
込網、四手網、やす突、掛釣（引掛を除く。）、置
針（はねなわを除く）又は筌以外の漁具及び漁法
を用いてはならない。
２　遊漁者は、こいを採捕しようとする場合にあっ
ては、前項の規定にかかわらず、手釣、竿釣、さ
で網（たも網を含む。）、投網、追込網、四手網、
やす突又は筌以外の漁具及び漁法を用いてはなら
ない。
３　前２項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲
げる漁具及び漁法は、同表の中欄に掲げる区域に
おいては、同表の右欄に定める期間内でなけれ
ば、これを用いてはならない。

漁具及び漁法 区　域 期　間

略 略 略

投網、追込網、
四手網、さで網
（たも網を含
む。）及びオラ
ンダ釣（オラン
ダばりに類する
着色ばりを使用
する場合を含
む。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）、思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
　　　　　
から翌年３
月15日まで

掛釣（引掛を除
く。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）､ 思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 うぐいを除
く 遊 漁 に
あっては、
組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
　　　　　
から11月30
日まで。う
ぐいの遊漁
に あ っ て
は、３月１
日から４月
30日まで

やす突 漁場区域全域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
　　　　　
から翌年３
月15日まで

４～６　略
７　次の表の左欄に掲げる漁具及び漁法は、同表の
右欄に定める規模でなければならない。

漁具及び漁法 規　模

さで網（たも網を含
む。）

円形のものであって口径
50センチメートル未満の
もの又は方形若しくは三
角形のものであって長辺
の長さ50センチメートル
未満のもの、１人１本

略 略

筌 筌に付着使用又は施設す
る袖、通堤類が各1メー
トル未満のもの、１人30
個以内

略 略

置針 仕掛けの長さが３メート
ル未満、針の数２本以
内、１人30組以内

　（遊漁料の額及び納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は、
次の表のとおりとする。

種
別
遊 漁 料

附加
料金

漁具及び漁法
魚
種
区
域

年
間
１

等

12,000円 － 手釣、竿釣、さ
で網（たも網を
含む。）、投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手
網、置針及び筌

全
魚
種

特
別
漁
場
を
除
く
区
域

年
間
２

等

10,000円 － 手釣、竿釣、さ
で網（たも網を
含 む。）、 掛 釣
（ 引 掛 を 除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

年
間
３

等

5,000円
（中学校
及び高等
学校の生
徒にあっ
て は、
2,000円）

－ 手釣、　竿釣及
びさで網（たも
網を含む。）

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

１

日
券
（
Ａ
）

2,700円 500円 手釣、竿釣、さ
で網（たも網を
含む。）投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手網
及び筌

全
魚
種

同
上

１

日
券
（
B
）

2,200円 500円 手釣、竿釣、さ
で網（たも網
を 含 む。）、 掛
釣（引掛を除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

日
釣
券

500円 500円 手釣　　竿釣及
びさで網（たも
網を含む。）

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

略 略 略 略 略 略

２～４　略

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、さで網　　　　　　　　、投網、追
込網、四手網、やす突、掛釣（引掛を除く。）　
　　　　　　　　　　又は筌以外の漁具及び漁法
を用いてはならない。
２　遊漁者は、こいを採捕しようとする場合にあっ
ては、前項の規定にかかわらず、手釣、竿釣、さ
で網　　　　　　　　、投網、追込網、四手網、
やす突又は筌以外の漁具及び漁法を用いてはなら
ない。
３　前２項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲
げる漁具及び漁法は、同表の中欄に掲げる区域に
おいては、同表の右欄に定める期間内でなけれ
ば、これを用いてはならない。

漁具及び漁法 区　域 期　間

略 略 略

投網、追込網、
四手網、さで網
　　　　　　　
　　 及びオラ
ンダ釣（オラン
ダばりに類する
着色ばりを使用
する場合を含
む。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）、思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
の午前８時
から翌年３
月15日まで

掛釣（引掛を除
く。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）､ 思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 うぐいを除
く 遊 漁 に
あっては、
組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
の午前８時
から11月30
日まで。う
ぐいの遊漁
に あ っ て
は、３月１
日から４月
30日まで

やす突 漁場区域全域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
の午前８時
から翌年３
月15日まで

４～６　略
７　次の表の左欄に掲げる漁具及び漁法は、同表の
右欄に定める規模でなければならない。

漁具及び漁法 規　模

略 略

筌 筌に付着使用又は施設す
る袖、通堤類が各１メー
トル未満のもの、１人30
個まで

略 略

　（遊漁料の額及び納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は、
次の表のとおりとする。

種
別
遊 漁 料

附加
料金

漁具及び漁法
魚
種
区
域

年
間
１

等

12,000円 － 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手
網 　　及び筌

全
魚
種

特
別
漁
場
を
除
く
区
域

年
間
２

等

10,000円 － 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　 掛 釣
（ 引 掛 を 除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

年
間
３

等

5,000 円
（中学校
及び高等
学校の生
徒にあっ
て は、
2,000円）

－ 手釣及び竿釣　
　　　　　　　
　　　　　 

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

１

日
券
（
Ａ
）

2,700円 500円 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手網
及び筌

全
魚
種

同
上

１

日
券
（
B
）

2,200円 500円 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　　　掛
釣（引掛を除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

日
釣
券

500円 500円 手釣及び竿釣　
　　　　　　　
　　　　　 

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

略 略 略 略 略 略

２～４　略

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日

Ⅲ
１　漁業権者の住所及び名称
　　小山市大字立木1478番地６
　　栃木県下都賀漁業協同組合
２　漁業権の免許番号
　　内共第17号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　栃木県下都賀漁業協同組合内共第17号第５種共同漁業権遊漁規則（平成26年栃木県告示第32号）
⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、さで網（たも網を含む。）、投網、や
す突又は引掛以外の漁具及び漁法を用いてはなら
ない。
２　略
３　次の表の左欄に掲げる漁具及び漁法は、同表の
右欄に定める規模でなければならない。

漁具及び漁法 規　模

さで網（たも網を含む。） 円形のものであって口
径50センチメートル未
満のもの又は方形若し
くは三角形のもので
あって長辺の長さ50セ
ンチメートル未満のも
の、１人１本

投網 網目こま９ミリメート
ルを超えるもの

　（遊漁料の額及びその納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は次
の表のとおりとする。

区 分
対 象
魚 種

漁具及び漁
法

遊 漁 料
附 加
料 金

１等券
（全魚
種年間
券）

全魚種 手 釣、 竿
釣、さで網
（たも網を
含む。）、や
す突、引掛
及び投網

8,000円 500円

２等券
（あゆ
雑魚年
間券）

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、さで網
（たも網を
含む。）、や
す突、引掛
及び投網

6,000円 500円

あゆ雑
魚１日
券

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、さで網
（たも網を
含む。）、や
す突、引掛
及び投網

1,700円 500円

渓流魚
１日券

渓流魚 手釣、　竿
釣及びさで
網（たも網
を含む。）

1,700円 500円

雑魚１
日券

雑魚 手釣、　竿
釣及びさで
網（たも網
を含む。）

700円 150円

　注１・２　略
２～４　略

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、　　　　　　　　　　　　　投網、
やす突又は引掛以外の漁具及び漁法を用いてはな
らない。
２　略
３　遊漁に使用する投網は、網目こま１センチメー
トルを超えるものでなければならない。

　（遊漁料の額及びその納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は次
の表のとおりとする。

区 分
対 象
魚 種

漁具及び漁
法

遊 漁 料
附 加
料 金

１等券
（全魚
種年間
券）

全魚種 手 釣、 竿
釣、　　　
　　　　
　　　、や
す突、引掛
及び投網

8,000円 500円

２等券
（あゆ
雑魚年
間券）

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、　　　
　　　　　
　　　、や
す突、引掛
及び投網

6,000円 500円

あゆ雑
魚１日
券

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、　　　
　　　　　
　　　、や
す突、引掛
及び投網

1,700円 500円

渓流魚
１日券

渓流魚 手釣及び竿
釣　　　　
　　　　　
　　　　 

1,700円 500円

雑魚１
日券

雑魚 手釣及び竿
釣　　　　
　　　　　
　　　　 

700円 150円

　注１・２　略
２～４　略

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日

Ⅳ
１　漁業権者の住所及び名称
　　鹿沼市今宮町1688番地１
　　黒川漁業協同組合
２　漁業権の免許番号
　　内共第22号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　黒川漁業協同組合内共第22号第５種共同漁業権遊漁規則（平成26年栃木県告示第32号）
⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　遊漁者の遊漁料は、次の表のとおりとす
る。

魚　種 期間 遊漁料
附　加
料　金

　　　　

全魚種 １年 12,000円 － 　

　　
　　

　 　　　　　

　　 　 　　　　　
　

１日 2,500円 2,500円 　

雑　魚 １年 7,000円 － 　

　　
　　

　 　　　　　

１日 2,000円 2,000円 　

　注１・２　略
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

２　前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ
る者の遊漁料は、同表の右欄に掲げる額とする。

略 略

女性及び障害者（身体
障害者手帳、療育手帳
又は精神障害者保健福
祉手帳を提示した者に
限る）

前項に規定する遊漁料の
１／２に相当する額

３・４　略 

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　遊漁者の遊漁料は、次の表のとおりとす
る。

魚　種 期間 遊 漁 料
附　加
料　金

摘　　要

全魚種 １年 10,000円 － －

１年
寿券

8,000円 － 満75歳以上

１年 6,000円 － 障害者、女
性

１日 2,700円 1,000円 －

雑　魚 １年 6,500円 － －

１年
寿券

4,500円 － 満75歳以上

１日 1,500円 1,000円 －

　注１・２　略
３　障害者については身体障害者手帳、療育手帳
又は精神障害者保健福祉手帳を提示した者に限
る。

２　前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ
る者の遊漁料は、同表の右欄に掲げる額とする。

略 略

３・４　略 

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日

（農村振興課）　
　───────────────────────────────────────────────



（1004） 栃 木 県 公 報 第253号令和３（2021）年11月９日　火曜日

栃木県告示第558号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和３（2021）年11月９日から同年12月８日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和３（2021）年11月９日

栃木県告示第557号
　漁業法（昭和24年法律第267号）第170条第３項の規定により遊漁規則の変更を認可したので、同条第７項の
規定により次のとおり公示する。
　　令和３（2021）年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　漁業権者の住所及び名称
　　大田原市桧木沢1033番地
　　栃木県那珂川漁業協同組合連合会
２　漁業権の免許番号
　　内共第１号、内共第２号及び内共第26号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　栃木県那珂川漁業協同組合連合会内共第１号、内共第２号及び内共第26号第５種共同漁業権遊漁規則
（平成26年栃木県告示第32号）

⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　略
２　略
３　前２項の規定にかかわらず、本会が開設する特
設釣場又はつかみどり漁場において、あゆ、さく
らます・やまめ、にじます、いわな、こい又はふ
なの遊漁をしようとする者は、本会が別に定めて
公示した遊漁料を納付しなければならない。
４　略

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　略
２　略
３　前２項の規定にかかわらず、本会が開設する特
設釣場又はつかみどり漁場において、　　　さく
らます・やまめ、にじます、いわな、こい又はふ
なの遊漁をしようとする者は、本会が別に定めて
公示した遊漁料を納付しなければならない。
４　略

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日
Ⅱ
１　漁業権者の住所及び名称
　　小山市大字立木1478番地６
　　栃木県下都賀漁業協同組合
２　漁業権の免許番号
　　内共第16号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　栃木県下都賀漁業協同組合内共第16号第５種共同漁業権遊漁規則（平成26年栃木県告示第32号）
⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、さで網（たも網を含む。）、投網、追
込網、四手網、やす突、掛釣（引掛を除く。）、置
針（はねなわを除く）又は筌以外の漁具及び漁法
を用いてはならない。
２　遊漁者は、こいを採捕しようとする場合にあっ
ては、前項の規定にかかわらず、手釣、竿釣、さ
で網（たも網を含む。）、投網、追込網、四手網、
やす突又は筌以外の漁具及び漁法を用いてはなら
ない。
３　前２項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲
げる漁具及び漁法は、同表の中欄に掲げる区域に
おいては、同表の右欄に定める期間内でなけれ
ば、これを用いてはならない。

漁具及び漁法 区　域 期　間

略 略 略

投網、追込網、
四手網、さで網
（たも網を含
む。）及びオラ
ンダ釣（オラン
ダばりに類する
着色ばりを使用
する場合を含
む。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）、思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
　　　　　
から翌年３
月15日まで

掛釣（引掛を除
く。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）､ 思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 うぐいを除
く 遊 漁 に
あっては、
組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
　　　　　
から11月30
日まで。う
ぐいの遊漁
に あ っ て
は、３月１
日から４月
30日まで

やす突 漁場区域全域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
　　　　　
から翌年３
月15日まで

４～６　略
７　次の表の左欄に掲げる漁具及び漁法は、同表の
右欄に定める規模でなければならない。

漁具及び漁法 規　模

さで網（たも網を含
む。）

円形のものであって口径
50センチメートル未満の
もの又は方形若しくは三
角形のものであって長辺
の長さ50センチメートル
未満のもの、１人１本

略 略

筌 筌に付着使用又は施設す
る袖、通堤類が各1メー
トル未満のもの、１人30
個以内

略 略

置針 仕掛けの長さが３メート
ル未満、針の数２本以
内、１人30組以内

　（遊漁料の額及び納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は、
次の表のとおりとする。

種
別
遊 漁 料

附加
料金

漁具及び漁法
魚
種
区
域

年
間
１

等

12,000円 － 手釣、竿釣、さ
で網（たも網を
含む。）、投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手
網、置針及び筌

全
魚
種

特
別
漁
場
を
除
く
区
域

年
間
２

等

10,000円 － 手釣、竿釣、さ
で網（たも網を
含 む。）、 掛 釣
（ 引 掛 を 除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

年
間
３

等

5,000円
（中学校
及び高等
学校の生
徒にあっ
て は、
2,000円）

－ 手釣、　竿釣及
びさで網（たも
網を含む。）

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

１

日
券
（
Ａ
）

2,700円 500円 手釣、竿釣、さ
で網（たも網を
含む。）投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手網
及び筌

全
魚
種

同
上

１

日
券
（
B
）

2,200円 500円 手釣、竿釣、さ
で網（たも網
を 含 む。）、 掛
釣（引掛を除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

日
釣
券

500円 500円 手釣　　竿釣及
びさで網（たも
網を含む。）

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

略 略 略 略 略 略

２～４　略

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、さで網　　　　　　　　、投網、追
込網、四手網、やす突、掛釣（引掛を除く。）　
　　　　　　　　　　又は筌以外の漁具及び漁法
を用いてはならない。
２　遊漁者は、こいを採捕しようとする場合にあっ
ては、前項の規定にかかわらず、手釣、竿釣、さ
で網　　　　　　　　、投網、追込網、四手網、
やす突又は筌以外の漁具及び漁法を用いてはなら
ない。
３　前２項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲
げる漁具及び漁法は、同表の中欄に掲げる区域に
おいては、同表の右欄に定める期間内でなけれ
ば、これを用いてはならない。

漁具及び漁法 区　域 期　間

略 略 略

投網、追込網、
四手網、さで網
　　　　　　　
　　 及びオラ
ンダ釣（オラン
ダばりに類する
着色ばりを使用
する場合を含
む。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）、思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
の午前８時
から翌年３
月15日まで

掛釣（引掛を除
く。）

渡良瀬川（谷田川
を除く遊水池を含
む。）､ 思川（小山
市大字網戸地先網
戸橋から下流の区
域）、姿川（下野
市細谷地先細谷堰
から上流の区域）
与良川、巴波川、
永野川（栃木市大
平町蔵井地先野田
堰から下流の区
域）、杣井木川、
赤津川、出流川及
び江川

１月１日か
ら12月31日
まで

上記を除く区域 うぐいを除
く 遊 漁 に
あっては、
組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
の午前８時
から11月30
日まで。う
ぐいの遊漁
に あ っ て
は、３月１
日から４月
30日まで

やす突 漁場区域全域 組合が定め
て公示する
あゆ解禁日
の午前８時
から翌年３
月15日まで

４～６　略
７　次の表の左欄に掲げる漁具及び漁法は、同表の
右欄に定める規模でなければならない。

漁具及び漁法 規　模

略 略

筌 筌に付着使用又は施設す
る袖、通堤類が各１メー
トル未満のもの、１人30
個まで

略 略

　（遊漁料の額及び納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は、
次の表のとおりとする。

種
別
遊 漁 料

附加
料金

漁具及び漁法
魚
種
区
域

年
間
１

等

12,000円 － 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手
網 　　及び筌

全
魚
種

特
別
漁
場
を
除
く
区
域

年
間
２

等

10,000円 － 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　 掛 釣
（ 引 掛 を 除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

年
間
３

等

5,000 円
（中学校
及び高等
学校の生
徒にあっ
て は、
2,000円）

－ 手釣及び竿釣　
　　　　　　　
　　　　　 

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

１

日
券
（
Ａ
）

2,700円 500円 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　投網、
掛釣（引掛を除
く。）、やす突、
追込網、四手網
及び筌

全
魚
種

同
上

１

日
券
（
B
）

2,200円 500円 手釣、竿釣、　
　　　　　　　
　　　　　　掛
釣（引掛を除
く。）及びやす
突

同
上
同
上

日
釣
券

500円 500円 手釣及び竿釣　
　　　　　　　
　　　　　 

あ
ゆ
を
除
く
全
魚
種

同
上

略 略 略 略 略 略

２～４　略

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日

Ⅲ
１　漁業権者の住所及び名称
　　小山市大字立木1478番地６
　　栃木県下都賀漁業協同組合
２　漁業権の免許番号
　　内共第17号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　栃木県下都賀漁業協同組合内共第17号第５種共同漁業権遊漁規則（平成26年栃木県告示第32号）
⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、さで網（たも網を含む。）、投網、や
す突又は引掛以外の漁具及び漁法を用いてはなら
ない。
２　略
３　次の表の左欄に掲げる漁具及び漁法は、同表の
右欄に定める規模でなければならない。

漁具及び漁法 規　模

さで網（たも網を含む。） 円形のものであって口
径50センチメートル未
満のもの又は方形若し
くは三角形のもので
あって長辺の長さ50セ
ンチメートル未満のも
の、１人１本

投網 網目こま９ミリメート
ルを超えるもの

　（遊漁料の額及びその納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は次
の表のとおりとする。

区 分
対 象
魚 種

漁具及び漁
法

遊 漁 料
附 加
料 金

１等券
（全魚
種年間
券）

全魚種 手 釣、 竿
釣、さで網
（たも網を
含む。）、や
す突、引掛
及び投網

8,000円 500円

２等券
（あゆ
雑魚年
間券）

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、さで網
（たも網を
含む。）、や
す突、引掛
及び投網

6,000円 500円

あゆ雑
魚１日
券

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、さで網
（たも網を
含む。）、や
す突、引掛
及び投網

1,700円 500円

渓流魚
１日券

渓流魚 手釣、　竿
釣及びさで
網（たも網
を含む。）

1,700円 500円

雑魚１
日券

雑魚 手釣、　竿
釣及びさで
網（たも網
を含む。）

700円 150円

　注１・２　略
２～４　略

　（漁具及び漁法の制限）
第３条　遊漁者は、組合が別に定める場合を除き、
手釣、竿釣、　　　　　　　　　　　　　投網、
やす突又は引掛以外の漁具及び漁法を用いてはな
らない。
２　略
３　遊漁に使用する投網は、網目こま１センチメー
トルを超えるものでなければならない。

　（遊漁料の額及びその納付の方法）
第７条　遊漁者の遊漁料（消費税額を含む。）は次
の表のとおりとする。

区 分
対 象
魚 種

漁具及び漁
法

遊 漁 料
附 加
料 金

１等券
（全魚
種年間
券）

全魚種 手 釣、 竿
釣、　　　
　　　　
　　　、や
す突、引掛
及び投網

8,000円 500円

２等券
（あゆ
雑魚年
間券）

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、　　　
　　　　　
　　　、や
す突、引掛
及び投網

6,000円 500円

あゆ雑
魚１日
券

あゆ、
雑魚

手 釣、 竿
釣、　　　
　　　　　
　　　、や
す突、引掛
及び投網

1,700円 500円

渓流魚
１日券

渓流魚 手釣及び竿
釣　　　　
　　　　　
　　　　 

1,700円 500円

雑魚１
日券

雑魚 手釣及び竿
釣　　　　
　　　　　
　　　　 

700円 150円

　注１・２　略
２～４　略

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日

Ⅳ
１　漁業権者の住所及び名称
　　鹿沼市今宮町1688番地１
　　黒川漁業協同組合
２　漁業権の免許番号
　　内共第22号
３　遊漁規則の変更内容
⑴　変更に係る遊漁規則
　　黒川漁業協同組合内共第22号第５種共同漁業権遊漁規則（平成26年栃木県告示第32号）
⑵　変更内容
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　遊漁者の遊漁料は、次の表のとおりとす
る。

魚　種 期間 遊漁料
附　加
料　金

　　　　

全魚種 １年 12,000円 － 　

　　
　　

　 　　　　　

　　 　 　　　　　
　

１日 2,500円 2,500円 　

雑　魚 １年 7,000円 － 　

　　
　　

　 　　　　　

１日 2,000円 2,000円 　

　注１・２　略
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

２　前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ
る者の遊漁料は、同表の右欄に掲げる額とする。

略 略

女性及び障害者（身体
障害者手帳、療育手帳
又は精神障害者保健福
祉手帳を提示した者に
限る）

前項に規定する遊漁料の
１／２に相当する額

３・４　略 

　（遊漁料の額及び納付方法）
第７条　遊漁者の遊漁料は、次の表のとおりとす
る。

魚　種 期間 遊 漁 料
附　加
料　金

摘　　要

全魚種 １年 10,000円 － －

１年
寿券

8,000円 － 満75歳以上

１年 6,000円 － 障害者、女
性

１日 2,700円 1,000円 －

雑　魚 １年 6,500円 － －

１年
寿券

4,500円 － 満75歳以上

１日 1,500円 1,000円 －

　注１・２　略
３　障害者については身体障害者手帳、療育手帳
又は精神障害者保健福祉手帳を提示した者に限
る。

２　前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ
る者の遊漁料は、同表の右欄に掲げる額とする。

略 略

３・４　略 

４　変更後の遊漁規則の施行の日
　　令和３（2021）年11月９日

（農村振興課）　
　───────────────────────────────────────────────



（1005）栃 木 県 公 報 第253号令和３（2021）年11月９日　火曜日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　常陸太田那須烏山線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

239
前 那須烏山市大沢字奈良原674から

那須烏山市大沢字太良久保44-３まで 14.9 ～ 21.7 71.0

後 那須烏山市大沢字奈良原674から
那須烏山市大沢字太良久保44-３まで 13.2 ～ 18.6 71.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第559号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和３（2021）年11月９日から同年12月８日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和３（2021）年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

一般国道 121 号 宇都宮市西川田町215-１から
宇都宮市西川田本町２丁目86-１まで

令和３（2021）年
11月９日

２
主 要 地 方 道
宇 都 宮 栃 木 線

宇都宮市西川田本町２丁目90-１から
宇都宮市西川田本町３丁目214-２まで

令和３（2021）年
11月９日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第560号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成20年栃木県告示第98号）により指定した土砂災害警戒区域の一
部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和３年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－014

略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－016

略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－020

略 略

略

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－014

略 略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－015

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－016

略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－017

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－018

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－019

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－020

略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－021

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

略

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第561号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成25年栃木県告示第204号）により指定した土砂災害警戒区域の
一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和３年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

鹿沼市久野
322－Ⅲ－015

略 略

略

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

鹿沼市久野
322－Ⅲ－015

略 略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅲ－016

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

略

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第562号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成20年栃木県告示第100号）により指定した土砂災害特別
警戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和３年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 　 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－014

略 略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－016

略 略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－020

略 略 略

略

区域の名称
指 定 の
区 　 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－014

略 略 略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－015

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－016

略 略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－017

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－018

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－019

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－020

略 略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－021

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

略

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第563号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成25年栃木県告示第214号）により指定した土砂災害特別警
戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和３年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 　 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略

鹿沼市久野
322－Ⅲ－015

略 略 略

略

区域の名称
指 定 の
区 　 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略

鹿沼市久野
322－Ⅲ－015

略 略 略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅲ－016

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

略

　───────────────────────────────────────────────



（1006） 栃 木 県 公 報 第253号令和３（2021）年11月９日　火曜日

栃木県告示第560号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成20年栃木県告示第98号）により指定した土砂災害警戒区域の一
部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和３年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－014

略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－016

略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－020

略 略

略

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－014

略 略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－015

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－016

略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－017

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－018

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－019

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－020

略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－021

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

略

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第561号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成25年栃木県告示第204号）により指定した土砂災害警戒区域の
一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和３年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

鹿沼市久野
322－Ⅲ－015

略 略

略

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

鹿沼市久野
322－Ⅲ－015

略 略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅲ－016

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

略

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第562号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成20年栃木県告示第100号）により指定した土砂災害特別
警戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和３年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 　 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－014

略 略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－016

略 略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－020

略 略 略

略

区域の名称
指 定 の
区 　 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－014

略 略 略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－015

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－016

略 略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－017

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－018

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－019

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－020

略 略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－021

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

略

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第563号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成25年栃木県告示第214号）により指定した土砂災害特別警
戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和３年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 　 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略

鹿沼市久野
322－Ⅲ－015

略 略 略

略

区域の名称
指 定 の
区 　 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略

鹿沼市久野
322－Ⅲ－015

略 略 略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅲ－016

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

略

　───────────────────────────────────────────────



（1007）栃 木 県 公 報 第253号令和３（2021）年11月９日　火曜日

栃木県告示第560号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成20年栃木県告示第98号）により指定した土砂災害警戒区域の一
部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和３年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－014

略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－016

略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－020

略 略

略

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－014

略 略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－015

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－016

略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－017

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－018

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－019

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－020

略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－021

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

略

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第561号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成25年栃木県告示第204号）により指定した土砂災害警戒区域の
一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和３年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

鹿沼市久野
322－Ⅲ－015

略 略

略

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

鹿沼市久野
322－Ⅲ－015

略 略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅲ－016

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

略

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第562号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成20年栃木県告示第100号）により指定した土砂災害特別
警戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和３年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 　 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－014

略 略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－016

略 略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－020

略 略 略

略

区域の名称
指 定 の
区 　 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－014

略 略 略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－015

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－016

略 略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－017

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－018

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－019

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－020

略 略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－021

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

略

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第563号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成25年栃木県告示第214号）により指定した土砂災害特別警
戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和３年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 　 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略

鹿沼市久野
322－Ⅲ－015

略 略 略

略

区域の名称
指 定 の
区 　 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略

鹿沼市久野
322－Ⅲ－015

略 略 略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅲ－016

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

略

　───────────────────────────────────────────────



（1008） 栃 木 県 公 報 第253号令和３（2021）年11月９日　火曜日

栃木県告示第564号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県鹿沼土木事務所及び鹿沼市役所において縦覧に
供する。
　　令和３年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生原因と
な る 自 然 現 象 の 種 類

鹿沼市中粕尾322-Ⅰ-015 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾322-Ⅰ-017 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾322-Ⅰ-018 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾322-Ⅰ-019 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾322-Ⅰ-021 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粕尾322-Ⅲ-016 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市久野205-Ⅰ-1001 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市深程205-Ⅰ-1002 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市野尻205-Ⅰ-1003 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上久我205-Ⅰ-1004 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上久我205-Ⅰ-1005 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上久我205-Ⅰ-1006 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上久我205-Ⅰ-1007 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下久我205-Ⅰ-1008 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市加園205-Ⅰ-1009 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

栃木県告示第560号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成20年栃木県告示第98号）により指定した土砂災害警戒区域の一
部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和３年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－014

略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－016

略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－020

略 略

略

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－014

略 略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－015

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－016

略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－017

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－018

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－019

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－020

略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－021

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

略

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第561号
　土砂災害警戒区域の指定に関する告示（平成25年栃木県告示第204号）により指定した土砂災害警戒区域の
一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和３年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

鹿沼市久野
322－Ⅲ－015

略 略

略

区域の名称 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

略

鹿沼市久野
322－Ⅲ－015

略 略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅲ－016

別紙図面のと
おり。（図面
省略）

急傾斜地の崩壊

略

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第562号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成20年栃木県告示第100号）により指定した土砂災害特別
警戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和３年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 　 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－014

略 略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－016

略 略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－020

略 略 略

略

区域の名称
指 定 の
区 　 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－014

略 略 略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅰ－015

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－016

略 略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－017

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－018

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－019

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－020

略 略 略

鹿沼市下粕尾
322－Ⅰ－021

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

略

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第563号
　土砂災害特別警戒区域の指定に関する告示（平成25年栃木県告示第214号）により指定した土砂災害特別警
戒区域の一部の指定を解除するので、同告示の一部を次のように改正する。
　　令和３年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改　　正　　後 改　　正　　前

区域の名称
指 定 の
区 　 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略

鹿沼市久野
322－Ⅲ－015

略 略 略

略

区域の名称
指 定 の
区 　 域

土砂災害の
発 生 原 因
となる自然
現象の種類

建築物に
作用する
と想定さ
れる衝撃
に関する
事 項

略

鹿沼市久野
322－Ⅲ－015

略 略 略

鹿沼市中粕尾
322－Ⅲ－016

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

急傾斜地の
崩壊

別紙図面
の と お
り。（図
面省略）

略

　───────────────────────────────────────────────
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鹿沼市久野205-Ⅱ-1001 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市楡木町205-Ⅱ-1002 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上南摩町205-Ⅱ-1003 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上南摩町205-Ⅱ-1004 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市北半田205-Ⅱ-1005 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市西沢町205-Ⅱ-1006 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市西沢町205-Ⅱ-1007 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上南摩町205-Ⅱ-1008 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上南摩町205-Ⅱ-1009 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上久我205-Ⅱ-1010 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上久我205-Ⅱ-1011 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下久我205-Ⅱ-1012 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下久我205-Ⅱ-1013 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下久我205-Ⅱ-1014 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下久我205-Ⅱ-1015 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上久我205-Ⅱ-1016 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上久我205-Ⅱ-1017 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上久我205-Ⅱ-1018 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市加園205-Ⅱ-1019 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下久我205-Ⅱ-1020 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市野尻205-Ⅱ-1021 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上日向205-Ⅱ-1022 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下日向205-Ⅱ-1023 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市加園205-Ⅱ-1024 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市加園205-Ⅱ-1025 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市加園205-Ⅱ-1026 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下久我205-Ⅱ-1027 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市加園205-Ⅱ-1028 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市加園205-Ⅱ-1029 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市加園205-Ⅱ-1030 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市加園205-Ⅱ-1031 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市加園205-Ⅱ-1032 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下沢205-Ⅱ-1033 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下沢205-Ⅱ-1034 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上久我205-Ⅲ-1001 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上久我205-Ⅲ-1002 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊
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鹿沼市上久我205-Ⅲ-1003 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上久我205-Ⅲ-1004 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市加園205-Ⅲ-1005 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市加園205-Ⅲ-1006 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市加園205-Ⅲ-1007 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市口粟野322-Ⅰ-1001 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粟野322-Ⅰ-1002 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市口粟野322-Ⅰ-1003 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下永野322-Ⅰ-1004 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粕尾322-Ⅰ-1005 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粕尾322-Ⅰ-1006 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市入粟野322-Ⅰ-1010 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上永野322-Ⅱ-1001 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下永野322-Ⅱ-1002 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下永野322-Ⅱ-1003 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市口粟野322-Ⅱ-1004 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市口粟野322-Ⅱ-1005 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市口粟野322-Ⅱ-1006 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市口粟野322-Ⅱ-1007 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下永野322-Ⅱ-1008 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下永野322-Ⅱ-1009 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下永野322-Ⅱ-1010 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上永野322-Ⅱ-1011 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上永野322-Ⅱ-1012 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市口粟野322-Ⅱ-1013 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市口粟野322-Ⅱ-1014 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市久野322-Ⅱ-1015 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上永野322-Ⅱ-1016 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下永野322-Ⅱ-1017 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市口粟野322-Ⅱ-1018 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市久野322-Ⅱ-1019 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下永野322-Ⅱ-1020 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下永野322-Ⅱ-1021 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上粕尾322-Ⅱ-1024 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上粕尾322-Ⅱ-1025 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上粕尾322-Ⅱ-1026 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊
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鹿沼市上粕尾322-Ⅱ-1027 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上粕尾322-Ⅱ-1028 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粕尾322-Ⅱ-1029 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粕尾322-Ⅱ-1030 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粕尾322-Ⅱ-1031 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粕尾322-Ⅱ-1032 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粕尾322-Ⅱ-1033 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粕尾322-Ⅱ-1036 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粕尾322-Ⅱ-1037 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾322-Ⅱ-1038 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾322-Ⅱ-1039 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市口粟野322-Ⅱ-1041 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粟野322-Ⅱ-1042 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粟野322-Ⅱ-1043 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粟野322-Ⅱ-1044 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市入粟野322-Ⅱ-1045 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市入粟野322-Ⅱ-1046 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市入粟野322-Ⅱ-1047 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市入粟野322-Ⅱ-1048 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市入粟野322-Ⅱ-1049 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市入粟野322-Ⅱ-1050 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粟野322-Ⅱ-1051 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粟野322-Ⅱ-1052 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粟野322-Ⅱ-1053 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市北半田322-Ⅱ-1054 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市西沢町322-Ⅱ-1055 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市北半田322-Ⅱ-1056 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市深程322-Ⅱ-1057 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市西沢町322-Ⅱ-1058 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市深程322-Ⅱ-1059 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上南摩町322-Ⅱ-1060 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上南摩町322-Ⅱ-1061 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市口粟野322-Ⅲ-1001 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市口粟野322-Ⅲ-1002 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市口粟野322-Ⅲ-1003 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上永野322-Ⅲ-1004 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊
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鹿沼市口粟野322-Ⅲ-1005 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市口粟野322-Ⅲ-1006 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市口粟野322-Ⅲ-1007 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上粕尾322-Ⅲ-1008 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上粕尾322-Ⅲ-1009 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上粕尾322-Ⅲ-1010 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粕尾322-Ⅲ-1011 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粕尾322-Ⅲ-1012 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粕尾322-Ⅲ-1013 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粕尾322-Ⅲ-1014 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粕尾322-Ⅲ-1015 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市下粕尾322-Ⅲ-1016 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粟野322-Ⅲ-1017 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粟野322-Ⅲ-1018 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市入粟野322-Ⅲ-1019 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市入粟野322-Ⅲ-1020 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市入粟野322-Ⅲ-1021 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市入粟野322-Ⅲ-1022 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市中粟野322-Ⅲ-1023 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市深程322-Ⅲ-1024 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市柏木322-Ⅲ-1025 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市上粕尾322-Ⅲ-1026 別紙図面のとおり。（図面省略） 急傾斜地の崩壊

鹿沼市加園ⅠB1001 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市加園ⅠB1002 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市加園ⅠB1003 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市西沢町ⅠB1004 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市上久我ⅠB1005 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市中粕尾ⅠB2001 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市下粕尾ⅠB2002 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市入粟野ⅠB2003 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市野尻ⅡB1001 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市野尻ⅡB1002 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市西沢町ⅡB1003 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市上南摩町ⅡB1004 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市上南摩町ⅡB1005 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市上久我ⅡB1006 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流
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鹿沼市下久我ⅡB1007 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市上久我ⅡB1008 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市上久我ⅡB1009 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市上久我ⅡB1010 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市上久我ⅡB1011 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市上久我ⅡB1012 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市加園ⅡB1013 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市加園ⅡB1014 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市下永野ⅡB2001 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市下永野ⅡB2002 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市上永野ⅡB2003 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市口粟野ⅡB2004 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市上永野ⅡB2005 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市上永野ⅡB2006 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市上粕尾ⅡB2007 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市上粕尾ⅡB2008 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市中粕尾ⅡB2009 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市中粟野ⅡB2011 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市中粟野ⅡB2012 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市中粟野ⅡB2013 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市中粟野ⅡB2014 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市中粟野ⅡB2015 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市入粟野ⅡB2016 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市入粟野ⅡB2017 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市口粟野ⅡB2018 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市口粟野ⅡB2019 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市上久我ⅢB1001 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市上久我ⅢB1002 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市加園ⅢB1003 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市加園ⅢB1004 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市下久我ⅢB1005 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市下永野ⅢB2001 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市下永野ⅢB2002 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市上粕尾ⅢB2003 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市中粟野ⅢB2004 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市入粟野ⅢB2005 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流
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鹿沼市入粟野ⅢB2006 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市入粟野ⅢB2007 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市久野ⅢB2008 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市下粕尾ⅢB2009 別紙図面のとおり。（図面省略） 土石流

鹿沼市上粕尾322-1 別紙図面のとおり。（図面省略） 地滑り

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第565号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の
規定により、次の区域を土砂災害特別警戒区域に指定する。
　なお、関係図書は、栃木県県土整備部砂防水資源課、栃木県鹿沼土木事務所及び鹿沼市役所において縦覧に
供する。
　　令和３年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

区 域 の 名 称 指 定 の 区 域
土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

建築物に作用すると
想定される衝撃に
関 す る 事 項

鹿沼市中粕尾322-Ⅰ-015 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下粕尾322-Ⅰ-017 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下粕尾322-Ⅰ-018 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下粕尾322-Ⅰ-019 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下粕尾322-Ⅰ-021 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粕尾322-Ⅲ-016 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市久野205-Ⅰ-1001 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市深程205-Ⅰ-1002 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市野尻205-Ⅰ-1003 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上久我205-Ⅰ-1005 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上久我205-Ⅰ-1006 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上久我205-Ⅰ-1007 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下久我205-Ⅰ-1008 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）
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鹿沼市加園205-Ⅰ-1009 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市久野205-Ⅱ-1001 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市楡木町205-Ⅱ-1002 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上南摩町205-Ⅱ-1003 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上南摩町205-Ⅱ-1004 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市北半田205-Ⅱ-1005 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市西沢町205-Ⅱ-1006 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市西沢町205-Ⅱ-1007 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上南摩町205-Ⅱ-1008 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上南摩町205-Ⅱ-1009 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上久我205-Ⅱ-1010 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上久我205-Ⅱ-1011 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下久我205-Ⅱ-1012 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下久我205-Ⅱ-1013 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下久我205-Ⅱ-1014 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下久我205-Ⅱ-1015 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上久我205-Ⅱ-1016 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上久我205-Ⅱ-1017 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上久我205-Ⅱ-1018 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市加園205-Ⅱ-1019 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下久我205-Ⅱ-1020 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）
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鹿沼市野尻205-Ⅱ-1021 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上日向205-Ⅱ-1022 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下日向205-Ⅱ-1023 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市加園205-Ⅱ-1024 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市加園205-Ⅱ-1025 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市加園205-Ⅱ-1026 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下久我205-Ⅱ-1027 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市加園205-Ⅱ-1028 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市加園205-Ⅱ-1029 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市加園205-Ⅱ-1030 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市加園205-Ⅱ-1031 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市加園205-Ⅱ-1032 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下沢205-Ⅱ-1033 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下沢205-Ⅱ-1034 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上久我205-Ⅲ-1001 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上久我205-Ⅲ-1002 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上久我205-Ⅲ-1003 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上久我205-Ⅲ-1004 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市加園205-Ⅲ-1005 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市加園205-Ⅲ-1006 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市加園205-Ⅲ-1007 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）



（1017）栃 木 県 公 報 第253号令和３（2021）年11月９日　火曜日

鹿沼市口粟野322-Ⅰ-1001 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粟野322-Ⅰ-1002 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市口粟野322-Ⅰ-1003 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下永野322-Ⅰ-1004 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粕尾322-Ⅰ-1005 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粕尾322-Ⅰ-1006 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市入粟野322-Ⅰ-1010 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上永野322-Ⅱ-1001 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下永野322-Ⅱ-1002 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下永野322-Ⅱ-1003 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市口粟野322-Ⅱ-1004 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市口粟野322-Ⅱ-1005 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市口粟野322-Ⅱ-1006 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市口粟野322-Ⅱ-1007 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下永野322-Ⅱ-1008 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下永野322-Ⅱ-1009 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下永野322-Ⅱ-1010 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上永野322-Ⅱ-1011 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上永野322-Ⅱ-1012 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市口粟野322-Ⅱ-1013 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市口粟野322-Ⅱ-1014 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）
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鹿沼市久野322-Ⅱ-1015 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上永野322-Ⅱ-1016 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下永野322-Ⅱ-1017 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市口粟野322-Ⅱ-1018 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市久野322-Ⅱ-1019 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下永野322-Ⅱ-1020 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下永野322-Ⅱ-1021 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上粕尾322-Ⅱ-1024 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上粕尾322-Ⅱ-1025 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上粕尾322-Ⅱ-1026 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上粕尾322-Ⅱ-1027 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上粕尾322-Ⅱ-1028 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粕尾322-Ⅱ-1029 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粕尾322-Ⅱ-1030 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粕尾322-Ⅱ-1031 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粕尾322-Ⅱ-1032 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粕尾322-Ⅱ-1033 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粕尾322-Ⅱ-1036 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粕尾322-Ⅱ-1037 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下粕尾322-Ⅱ-1038 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下粕尾322-Ⅱ-1039 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）
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鹿沼市口粟野322-Ⅱ-1041 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粟野322-Ⅱ-1042 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粟野322-Ⅱ-1043 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粟野322-Ⅱ-1044 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市入粟野322-Ⅱ-1045 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市入粟野322-Ⅱ-1046 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市入粟野322-Ⅱ-1047 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市入粟野322-Ⅱ-1048 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市入粟野322-Ⅱ-1049 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市入粟野322-Ⅱ-1050 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粟野322-Ⅱ-1051 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粟野322-Ⅱ-1052 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粟野322-Ⅱ-1053 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市北半田322-Ⅱ-1054 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市西沢町322-Ⅱ-1055 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市北半田322-Ⅱ-1056 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市深程322-Ⅱ-1057 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市西沢町322-Ⅱ-1058 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市深程322-Ⅱ-1059 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上南摩町322-Ⅱ-1060 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上南摩町322-Ⅱ-1061 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）
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鹿沼市口粟野322-Ⅲ-1001 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市口粟野322-Ⅲ-1002 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市口粟野322-Ⅲ-1003 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上永野322-Ⅲ-1004 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市口粟野322-Ⅲ-1005 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市口粟野322-Ⅲ-1006 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市口粟野322-Ⅲ-1007 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上粕尾322-Ⅲ-1008 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上粕尾322-Ⅲ-1009 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上粕尾322-Ⅲ-1010 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粕尾322-Ⅲ-1011 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粕尾322-Ⅲ-1012 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粕尾322-Ⅲ-1013 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粕尾322-Ⅲ-1014 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粕尾322-Ⅲ-1015 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下粕尾322-Ⅲ-1016 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粟野322-Ⅲ-1017 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粟野322-Ⅲ-1018 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市入粟野322-Ⅲ-1019 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市入粟野322-Ⅲ-1020 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市入粟野322-Ⅲ-1021 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）
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鹿沼市入粟野322-Ⅲ-1022 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粟野322-Ⅲ-1023 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市深程322-Ⅲ-1024 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市柏木322-Ⅲ-1025 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上粕尾322-Ⅲ-1026 別紙図面のとおり。
（図面省略）

急傾斜地の崩壊 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市加園ⅠB1001 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市加園ⅠB1002 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市加園ⅠB1003 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市西沢町ⅠB1004 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粕尾ⅠB2001 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下粕尾ⅠB2002 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市入粟野ⅠB2003 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市野尻ⅡB1002 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市西沢町ⅡB1003 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上南摩町ⅡB1004 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上南摩町ⅡB1005 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上久我ⅡB1006 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下久我ⅡB1007 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上久我ⅡB1008 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上久我ⅡB1009 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上久我ⅡB1010 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）
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鹿沼市上久我ⅡB1011 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上久我ⅡB1012 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市加園ⅡB1013 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市加園ⅡB1014 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下永野ⅡB2001 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下永野ⅡB2002 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上永野ⅡB2005 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上永野ⅡB2006 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上粕尾ⅡB2007 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上粕尾ⅡB2008 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粕尾ⅡB2009 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粟野ⅡB2012 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市入粟野ⅡB2016 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市入粟野ⅡB2017 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市口粟野ⅡB2018 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市口粟野ⅡB2019 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上久我ⅢB1001 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上久我ⅢB1002 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市加園ⅢB1003 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市加園ⅢB1004 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下久我ⅢB1005 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）
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鹿沼市下永野ⅢB2001 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下永野ⅢB2002 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上粕尾ⅢB2003 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市中粟野ⅢB2004 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市入粟野ⅢB2005 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市入粟野ⅢB2006 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市入粟野ⅢB2007 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市久野ⅢB2008 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市下粕尾ⅢB2009 別紙図面のとおり。
（図面省略）

土石流 別紙図面のとおり。
（図面省略）

鹿沼市上粕尾322-１ 別紙図面のとおり。
（図面省略）

地滑り 別紙図面のとおり。
（図面省略）

（砂防水資源課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第566号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、都市
計画を変更したので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定により、次のとおり告示す
る。
　なお、同法第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、その関係図書を縦覧に供する。
　　令和３（2021）年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　都市計画の種類及び名称
　　宇都宮都市計画道路３・４・502号祖母井中央通り
２　都市計画を定める土地の区域
　　変更する部分
　　芳賀町大字祖母井の一部
３　縦覧場所
　　栃木県県土整備部都市計画課
Ⅱ
１　都市計画の種類及び名称
　　足利佐野都市計画道路３・５・102号家富町堀込線
２　都市計画を定める土地の区域
　　変更する部分
　　足利市通２丁目及び南町の各一部
３　縦覧場所
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

　　栃木県県土整備部都市計画課
（都市計画課）　

　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和３（2021）年11月９日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

河内郡上三川町大字上郷字南西原2227番３、
2227番６、字西原2222番３

河内郡上三川町大字上郷2227番地３ 菊 池 哲 也

芳賀郡芳賀町大字西高橋字百目鬼1563番１ 芳賀郡芳賀町大字西高橋700番地 株式会社グリーン
ウィンド

下都賀郡壬生町大字壬生丁字六美72番５ 下野市下長田355番地５ 津 田 結 花
津 田 拓 也

下都賀郡壬生町大字安塚字牛塚2167番３、
2168番４

宇都宮市茂原町929番地３エントピ
アＣ305号

濱 野 純 一

下都賀郡野木町大字野渡字中沖235番３ 茨城県古河市横山町一丁目２番２号 武 澤 康 雄
武 　 澤 　 佳 代 子

下都賀郡野木町大字野渡字中沖235番１、236
番１

下都賀郡野木町大字野木1839番地１
グランシャリオＴ＆ＡⅡ-101号

穐 山 和 則

下都賀郡野木町大字南赤塚字中ノ内522番
７、526番５

下都賀郡野木町大字丸林644番地９
サンモール105号

鈴 木 　 彩
鈴 木 　 亮

塩谷郡高根沢町大字宝積寺字東北原2452番
２、2452番４

大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番
88号

積水ハウス株式会社

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

正 誤

発 行 番 号 ページ 行 正 誤

令 和 ３
（2021）年
第249号

１ 14 126号 125号

　───────────────────────────────────────────────


